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生
成
す
る
啓
蒙＝

扇
動
の
装
置

｜
｜
自
由
民
権
期
の
高
知
に
お
け
る
政
治
文
化
と
メ
デ
ィ
ア
戦
術
｜
｜

浅

野

正

道

自
由
民
権
運
動
の
発
祥
の
地
と
も
い
え
る
高
知
の
立
志
社
を
拠
点
に
、
政
治

小
説
の
執
筆
な
ど
、
旺
盛
に
政
治
的
啓
蒙
活
動
を
行
っ
て
い
た
坂
崎
紫
瀾
は
、

明
治
一
七
年
に
な
る
と
上
京
し
、
自
由
党
系
の
小
新
聞
『
自
由
燈
』
の
創
刊
（
同

年
五
月
）に
参
加
し
て
、
そ
の
社
説
を
ほ
ぼ
一
手
に
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

注
目
す
べ
き
な
の
は
、
そ
こ
で
彼
が
次
第
に
、
そ
れ
ま
で
自
分
が
実
践
し
て
き

た
も
の
と
は
一
転
し
た
新
た
な
小
説
の
必
要
性
を
唱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
点
で

あ
る
。
そ
の
新
た
な
小
説
と
は
、
当
時
、
若
き
文
学
士
坪
内
逍
遙
に
よ
り
主
張

さ
れ
は
じ
め
て
い
た
、

人
情
世
態

を
あ
り
の
ま
ま
に
描
写
す
る
と
い
う

美

術

と
し
て
の
ノ
ヴ
ェ
ル
で
あ
っ
た
。

か
か
る
変
容
に
つ
い
て
柳
田
泉
は
、「
時
勢
に
応
じ
て
政
治
小
説
論
に
熱
中
し

て
い
た
」
坂
崎
が
、
逍
遙
の
「
議
論
の
新
奇
さ
に
ひ
ど
く
感
心
」
し
て
、
小
説

を
啓
蒙
の
具
と
す
る
持
論
を
「
訂
正
」
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
と
述
べ
て

１
）

い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
背
景
と
し
て
、
も
と
も
と
自
ら
の
政
治
的
陣
営
の
た
め

に
小
説
を
書
い
て
い
た
坂
崎
が
、
明
治
一
七
年
一
〇
月
の
自
由
党
解
党
に
よ
り

明
確
な
目
的
を
失
っ
た
こ
と
、
そ
う
な
る
に
つ
れ
て
小
説
そ
れ
自
体
に
関
心
が

移
っ
た
こ
と
な
ど
を
あ
げ
、
そ
こ
に
折
か
ら
高
ま
っ
て
い
た
「
社
会
改
良
熱
」

な
ど
の
刺
激
が
加
わ
っ
て
「
小
説
改
良
」
意
識
に
ま
で
発
展
し
た
と
説
明
し
て

２
）

い
た
。
こ
れ
ら
の
柳
田
の
論
で
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
政
治
を
す
べ
て
に

優
先
さ
せ
よ
う
と
す
る
政
治
万
能
の
風
潮
か
ら
文
化
（
文
学
も
含
む
）
そ
れ
自

体
が
重
視
さ
れ
る
時
代
へ
の
漸
進
的
移
行
と
い
う
図
式
で
あ
る
。
坂
崎
の
小
説

改
良
論
は
、
こ
う
し
た

自
然

な
｜
｜
と
い
う
こ
と
は
、
一
定
の
必
然
性
を

伴
っ
た
｜
｜
文
化
的
覚
醒
の
流
れ
の
中
に
、ま
だ
不
完
全
な
初
発
の
段
階
の
現

れ
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
見
取
図
は
か
な
り
疑
わ
し
い
も
の
と
み
な
さ

ざ
る
を
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
坂
崎
の
変
容
は
、
あ
ま
り
に
も
短
期
間
の
う

ち
に
、
し
か
も
、
そ
れ
以
前
の
主
張
と
の
間
に
全
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
内
的

連
続
性
の
な
い
、
か
な
り
唐
突
な
形
で
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に

は
、
逍
遙
の
影
響
、
あ
る
い
は
、
大
枠
と
し
て
の
文
化
的
覚
醒
の
歴
史
に
還
元

さ
れ
る
こ
と
で
し
ば
し
ば
見
え
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
、
よ
り
外
在
的
な
要

因
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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結
論
を
先
取
り
す
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
要
因
と
は
自
由
民
権
運
動
末
期
に
生

じ
た
、
い
わ
ゆ
る
民
衆
を
対
象
と
し
た
政
治
的
啓
蒙
、
そ
し
て
、
扇
動
が
ひ
き

起
こ
し
た
危
機
的
状
況
だ
と
い
え
る
。
こ
う
い
っ
た
状
況
に
対
処
し
て
い
く
中

で
小
説
に
対
し
て
再
定
式
化
が
な
さ
れ
、
い
さ
さ
か
急
ご
し
ら
え
に
文
化
な
い

し
は
芸
術
と
し
て
の
性
質
が
付
与
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。
そ
れ
は
ま
た
、
政
治
か
ら
文
化
（
文
学
）
へ
の
移
行
が
実
際
に
は
、
き
わ

め
て
不
自
然
な
様
態
で
な
し
遂
げ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
も
い
よ

う
。だ

が
、
以
上
の
よ
う
な
歴
史
的
な
見

３
）

直
し
を
行
う
に
し
て
も
、
と
り
あ
え
ず

は
危
機
を
生
み
だ
す
に
至
っ
た
当
の
も
の
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
お
か
ね
ば

な
る
ま
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
坂
崎
の
過
去
の
試
み
な
ど
も
参
照
し
つ
つ
、

主
に
自
由
党
系
の
人
々
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
、
政
治
的
啓
発
と
情
感
的
一
体
化

を
同
時
に
実
現
し
よ
う
と
す
る
、
そ
の
よ
う
な
啓
蒙＝
扇
動
の
実
践
や
言
説
が

生
成
し
て
く
る
さ
ま
を
た
ど
り
、
小
説
も
そ
の
一
部
を
な
す
政
治
的
装
置
と
し

て
の
、
そ
れ
ら
の
総
体
に
つ
い
て
改
め
て
検
証
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
従
来
の
文
学
研
究
の
領
域
で
は
、
い
く
つ
か
の
政
治
小
説
が
分

析
に
値
す
る

作
品

と
し
て
そ
こ
か
ら
切
り
出
さ
れ
て
い
る
反
面
、
こ
う
し

た
様
々
な
表
現
手
段
を
政
治
的
目
的
の
た
め
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
装
置
の
総

体
そ
の
も
の
に
積
極
的
な
関
心
が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な

４
）

か
っ
た
。

し
か
し
、
か
か
る
装
置
の
内
側
（
ま
た
は
、
そ
の
周
囲
）
で
は
、
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
伝
え
る
表
現
の
大
胆
な
実
験
、
そ
れ
を
通
じ
た
送
り
手
と
受
け
手
の
間
の
新

た
な
関
係
性
の
構
築
、
ま
た
、
受
け
手
を
ど
の
よ
う
な
階
層
に
定
め
る
か
に
よ

る
送
り
手
相
互
の
正
当
性
を
め
ぐ
る
闘
争
と
い
っ
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

や
メ
デ
ィ
ア
の
あ
り
方
に
関
す
る
興
味
深
い
試
行
錯
誤
が
重
ね
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
啓
蒙＝

扇
動
の
装
置
の
動
態
は
、

日
本
近
代

文
学

の
出
現
を
一
つ
の
必
然
と
し
て
目
的
論
的
に
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、

異
質
な
力
が
絡
み
あ
う
「
実
際
の
歴
史
」
の
平
面
に
お
い
て
、
そ
の
同
一
性
が

偶
発
的
に
形
成
さ
れ
て
い
く
過
程
を
問
題
に
す
る
と
い
う
系
譜
学
の

５
）

方
法
を
と

ろ
う
と
す
る
の
な
ら
、
さ
ら
に
、
か
か
る
過
程
を
過
度
に
内
面＝

心
理
化
す
る

こ
と
な
く
、
具
体
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
メ
デ
ィ
ア
の
様
式
の
変
化
の

中
に
位
置
づ
け
て
考
え
て
み
た
い
の
な
ら
、
決
し
て
看
過
で
き
な
い
も
の
だ
と

い
え
よ
う
。

一

で
は
、
そ
も
そ
も
自
由
民
権
運
動
に
お
い
て
、
啓
蒙
の
具
と
し
て
の
小
説
に

は
ど
の
よ
う
な
位
置
が
与
え
ら
れ
て
い
た
の
か
。

小
説
を
政
治
的
教
化
の
手
段
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
と
い
う
、

い
わ
ゆ
る
「
政
治
小
説
論
の
は

６
）

し
り
」
と
さ
れ
る
の
が
、『
大
坂
日
報
』
の
「
民

権
ヲ
拡
張
ス
ル
ノ
方
法
」（
明
治
一
一
・
七
・
一
九
〜
二
一
）
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
来
る
べ
き
立
憲
政
体
に
備
え
、「
人
民
ヲ
改
進
セ
シ
メ
一
般
ノ
方
向
ヲ
一
定
ス

ル
」
た
め
の
手
段
と
し
て
、「
中
等
以
上
」
に
は
「
新
聞
雑
誌
」「
演
説
討
論
」

が
、「
下
等
人
民
」
に
は
「
謳
歌
竹
枝
」「
宗
教
」
が
そ
れ
ぞ
れ
適
切
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
た
が
、
つ
づ
き
も
の
な
ど
小
説
の
た
ぐ
い
も
前
者
の
「
新
聞
雑
誌
」

の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

や
が
て
運
動
が
展
開
し
て
い
き
、
自
由
民
権
思
想
が

中
等
以
上

の
人
々

の
間
に
浸
透
し
て
い
く
と
、
政
治
的
啓
蒙
は

下
等
人
民

に
特
化
さ
れ
た
も

の
と
な
っ
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
中
で
彼
／
彼
女
ら
の
政
治
意
識
を
高
め
る
べ
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く
、
歌
謡
・
講
談
・
芝
居
・
傍
訓
新
聞
（
小
新
聞
）
な
ど
の
様
々
な
娯
楽
的
表

現
ジ
ャ
ン
ル
を
通
じ
た
働
き
か
け
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
に

７
）

な
る
。か
く
し
て「
民

権
ヲ
拡
張
ス
ル
ノ
方
法
」
で
は
「
謳
歌
竹
枝
」「
宗
教
」
の
み
に
と
ど
ま
っ
て
い

た

下
等
人
民

向
け
の
手
段
の
目
録
は
次
第
に
厚
み
を
増
し
て
い
っ
た
わ
け

だ
が
、小
説
も
そ
の
一
部
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、『
大
坂
日
報
』

の
後
身
『
日
本
立
憲
政
党
新
聞
』
の
論
説
「
我
国
ニ
自
由
ノ
種
子
ヲ
播
殖
ス
ル

一
手
段
ハ
稗
史
戯
曲
等
ノ
類
ヲ
改
良
ス
ル
ニ
在
リ
」（
明
治
一
六
・
六
・
九
、
二

九
）「
下
等
社
会
ヲ
シ
テ
時
勢
ニ
感
動
セ
シ
ム
ル
ヲ
要
ス
」（
同
年
・
一
〇
・
三

〇
〜
一
一
・
九
）
に
お
い
て
、「
稗
史
小
説
」
が
「
軍
談
講
釈
」「
戯
曲
」
な
ど

と
並
置
さ
れ
て
い
た
点
か
ら
も
う
か
が
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、「
民
権
ヲ
拡
張
ス
ル
ノ
方
法
」
で
は
「
謳
歌
竹
枝
」
が
「
人
民
ニ

国
事
ノ
重
キ
ヲ
示
」
す
「
好
手
段
」
た
り
う
る
こ
と
を
証
明
す
る
例
と
し
て
、

近
年
の
高
知
に
お
け
る
「
よ
し
や
武
士
」
の
流
行
が
あ
げ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の

よ
う
に
高
知
の
民
権
家
た
ち
は
全
国
に
先
駆
け
て
政
治
的
宣
伝
や
啓
蒙
の
実
験

を
行
い
、
こ
う
し
た
方
法
の
有
効
性
、
さ
ら
に
、
そ
れ
が
様
々
な
形
を
と
り
う

る
こ
と
を
世
に
知
ら
し
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
実
験
の
あ
り
方
に
つ

い
て
、「
民
権
ヲ
拡
張
ス
ル
ノ
方
法
」に
も
見
受
け
ら
れ
る
と
お
り
、
そ
の
最
初

の
目
覚
ま
し
い
成
功
例
と
な
っ
て
い
た
、「
よ
し
や
武
士
」に
代
表
さ
れ
る
民
権

歌
謡
か
ら
ま
ず
は
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

「
よ
し
や
武
士
」
は
明
治
一
〇
年
に
暁
鴉

８
）

山
人
の
撰
で
刊
行
さ
れ
、

よ
し
や
朝
寐
が
好
じ
や
と
い
へ
ど

殺
し
尽
せ
ぬ
あ
け
が
ら
す

よ
し
や
憂
目
に
ア○
ラ○
ビ○
ヤ○
海
も

わ
た
し
や
自
由
を
喜
望
峰

よ
し
や
シ
ビ
ル
は
ま
だ
不
自
由
で
も

ポ
リ
チ
カ
ル
さ
へ
自
由

９
）

な
ら

な
ど
、
全
六
八
句
の
都
々
逸
調
の
歌
曲
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
歌
詞
は「
色

恋
の
世
界
を
扱
い
な
が
ら
、
後
半
で
政
治
的
な
意
味
に
転
化
」

10
）

す
る
と
い
う
仕

掛
け
に
な
っ
て
い
た
。
次
い
で
現
れ
た
の
は
植
木
枝
盛
の
作
と
さ
れ
る
「
民
権

数
へ
歌
」で
、「
一
ツ
ト
セ
ー
／
人
の
上
に
は
人
ぞ
な
き
／
権
利
に
か
は
り
が
な

い
か
ら
は
／
コ
ノ
人
ぢ
や
も
の
」「
六
ツ
ト
セ
ー
／
昔
お
も
へ
ば
亜
米
利
加
の
／

独
立
な
し
た
る
む
し
ろ
旗
／
コ
ノ
い
さ
ま

11
）

し
や
」
な
ど
の
句
か
ら
な
り
、
様
々

な
異

文

ヴァリアントが
伝
え
ら
れ
て

12
）

い
る
。
ま
た
植
木
は
、「
自じ
由ゆう
な
る
ぞ
や
人
間
に
ん
げ
の
か
ら

だ
／
頭あたま
も
足あし
も
備そな
は
り
て
／
心こゝろ
の
霊れい
妙めう
万ばん
物もつ
に
越こ
へ
／
心こゝろ
と
身み
と
が
俱そな
は
る

わ
／
一ひとつの
天てん
地ち
と
云い
ふ
も
よ
し
」
と
い
っ
た
七
七
、
七
五
の
諧
調
に
と
ら
わ
れ

な
い
自
由
律
の
「
民
権
田
舎
歌
」
も
作
歌
し
、『
民
権
自
由
論
』（
集
文
堂
、
明

治
一
二
・
四
）
の
付
録
と
し
て
発
表
し
て
い
た
。

こ
う
し
た
歌
が
一
定
の
目
的
意
識
と
戦
術
の
も
と
に
送
り
だ
さ
れ
て
い
た
こ

と
は
、「
よ
し
や
武
士
」
の
刊
本
に
付
さ
れ
た
序
文
（
小
鱗
逸
人
）
に
明
確
に
示

さ
れ
て
い
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
そ
れ
が
「
高
尚
ナ
ル
著
書
」
な
ど
は
理
解
で
き

な
い
「
中
人
以
下
」
を
対
象
に
し
た
も
の
だ
と
規
定
さ
れ
た
う
え
で
、
次
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

之
ヲ
花
柳
界
ニ
唱
フ
レ
バ
能
ク
冶
客
ノ
醜
態
ヲ

革
シ
能
ク
淫
婦
ノ
蕩
神

ヲ
改
正
シ
之
ヲ
市
井
田
野
ノ
間
ニ
奏
ス
レ
バ
則
チ
販
夫
モ
自
ラ
奮
興
シ
耕

夫
モ
亦
タ
能
ク
震
起
セ
シ
ム
ル
ニ

13
）

足
ル

こ
の
言
葉
の
ま
ま
に
、
こ
れ
ら
の
歌
は
ま
ず
花
柳
界
に
伝
え
ら

14
）

れ
て
、

「
花
街
柳
巷

あ
そ
び
ど
こ
ろ
往
く
所
と
し
て
ヨ
シ
ヤ
ブ
シ
な
ら
ざ
る
は

15
）

な
し
」と
い
っ
た
流
行
を

ひ
き
起
こ
し
、
や
が
て
「
市
井
田
野
」
に
ま
で
遍
く
普
及
し
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。そ

の
一
方
で
は
、
演
説
・
雑
誌
と
い
っ
た
、
当
時
は

中
等
以
上

向
け
と

さ
れ
て
い
た
媒
体
を
非
知
識
層
に
も
享
受
で
き
る
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
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も
な
さ
れ
て
い
た
が
、
特
に
力
が
入
れ
ら
れ
た
の
は
文
字
を
解
さ
な
い
も
の
に

も
働
き
か
け
ら
れ
る
可
能
性
を
秘
め
た
前
者
の
方
で
あ
っ
た
。
高
知
に
お
い
て

は
、
植
木
枝
盛
の
主
唱
に
よ
り
立
志
社
が
、
明
治
一
〇
年
か
ら
公
開
演
説
会
を

行
っ
て

16
）

い
た
。
そ
う
し
た
場
で
は
、
の
ち
に
見
る
よ
う
に
、
内
容
に
お
い
て
一

般
の
人
々
の
生
活
に
密
着
し
た
問
題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、

表
現
に
お
い
て
も
平
易
な
言
葉
づ
か
い
が
な
さ
れ

17
）

た
り
、
諧
謔
性
が
加
味
さ
れ

18
）

た
り
す
る
な
ど
、親
し
み
や
す
さ
を
狙
っ
た
工
夫
が
施
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

ま
た
、
合

19
）

立
社
に
よ
る
「
新
発
明
民
権
懸かけ
合あひ
演
舌
」
の
よ
う
に
、
よ
り
手
の
込

ん
だ
芝
居
が
か
っ
た
趣
向
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

冥
途
の
裁
判
を
想
造
せ
し
も
の
に
や
林
包
明
氏
が
閻
魔
大
王
の
地
を
占
め

羽
田
信
福
（
略
）
等
の
諸
氏
が
江
藤
、
前
原
、
西
郷
、
嶋
田
、
大
久
保
、

木
戸
、
の

20
）

諸
氏
又
は
佐
倉
宗
五
郎
、
平
清
盛
、
路
易
十
四
世
な
ど
の
幽
霊

と
な
り
各
々
弁
説
を
振
ひ
閻
王
に
向
ひ
娑
婆
世
界
の
裁
判
不
服
を
訴
へ
又

は
嘆
願
等
を
な
せ
し
を
或
は
極
楽
へ
配
送
し
或
は
地
獄
へ
沈
め
夫
れ
〳
〵

刑
名
の
宣
告
も
あ
り

と
い
っ
た
も
の
で
、「
実
に
種
々
様
々
奇
々
妙
々
面
白
か
り
し
」と
い
う
感
想
と

と
も
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
（『
大
坂
日
報
』
雑
報
、
明
治
一
二
・
三
・
一
三
）。

他
方
、
演
説
よ
り
は
規
模
は
小
さ
い
も
の
の
、
雑
誌
に
関
し
て
も
同
様
の
試

み
が
な
さ
れ
て
い
た
。
初
期
の
立
志
社
は
機
関
誌
と
し
て『
海
南
新
誌
』『
土
陽

雑
誌
』
を
刊
行
し
て
い
た
が
、
知
識
層
に
向
け
ら
れ
た
本
格
的
政
論
誌
で
あ
る

前
者
に
対
し
て
、
後
者
は
、
論
説
の
ほ
か
に
雑
報
・
戯
文
・
俚
謡
（＝

民
権
歌

謡
）な
ど
が
織
り
込
ま
れ
、「
大
衆
に
対
す
る
啓
蒙
」が
企
図
さ
れ
て
い
た

21
）

の
だ
。

先
の
「
民
権
ヲ
拡
張
ス
ル
ノ
方
法
」
で
は
、「
新
聞
雑
誌
」「
演
説
討
論
」
は
、

そ
の
担
い
手
が
自
身
の
「
筆
ヲ
執
リ
事
ヲ
述
ブ
ル
習
慣
ト
地
位
」
に
拘
束
さ
れ

て
「
鄙
野
ノ
俗
文
」
や
「
下
等
ノ
俚
言
」
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
ゆ
え
に
、

所
詮
は
「
下
等
社
会
」「
婦
人
児
子
」
に
は
理
解
で
き
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま

う
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
に
思
い
込
ま
れ
て
い
た
時
代
に
お
い
て
高
知
の

民
権
家
の
間
で
は
、
階
級
に
よ
る
言
語
使
用
域
を
乗
り
越
え
た
、
そ
れ
ら
の
大

胆
な
平
俗
化
が
推
進
さ
れ
て
い
た
と
い
う
わ
け
で

22
）

あ
る
。
か
か
る
試
み
は
見
事

に
功
を
奏
し
、
演
説
を
盛
り
あ
げ
る
歌
謡
に
よ
る
「
煽
動
」
の

23
）

効
果
も
相
ま
っ

て
、「
演
舌
会
ノ
流
行
ス
ル
ハ
恰
モ
現
今
東
京
ニ
於
テ
氷
店
射
的

ノ
繁
昌
ナ
ル

ト
一
般
」
で
「
無
知
ノ
老
幼
婦
女
」
も
「
蟻
集
シ
テ
之
（＝

演
説
）
ヲ
聴
」
く

（「
高
知
県
演
舌
会
」『
近
事
評
論
』明
治
一
〇
・
八
・
一
三
）、「
公
会
演
舌
は
益
々

盛
」
ん
に
し
て
「
聴
客

中
に
充
満
」
し
、「
門
戸
」
を
塞
い
で
も
「
農
夫
町
人

等
紛
雑
已
ま
ず
」（『
大
坂
日
報
』
雑
報
、
明
治
一
二
・
三
・
一
八
）
と
い
う
よ

う
に
、

下
等
社
会

の
政
治
に
対
す
る
関
心
は
爆
発
的
に
高
ま
っ
て
い
く
。
そ

し
て
、
こ
う
し
た
状
況
を
受
け
、
啓
蒙＝

扇
動
の
実
践
が
さ
ら
に
多
様
な
形
で

展
開
し
て
い
く
の
に
大
き
く
貢
献
し
た
の
が
、
坂
崎
紫
瀾
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

立
志
社
の
機
関
紙
『
高
知
新
聞
』『
土
陽
新
聞
』
な
ど
の
記
者
も
務
め
て
い
た

坂
崎
の
活
動
は
、
植
木
枝
盛
と
と
も
に
携
わ
っ
た
民
権

24
）

踊
り
か
ら
、
小
説
｜
｜

新
聞
に
連
載
さ
れ
た
政
治
小
説
と
し
て
は
最
も
古
い
も
の
で
あ
ろ
う
『
南
の
海

血
潮
の
曙
』（『
高
知
新
聞
』
明
治
一
三
・
九
・
一
九
〜
同
一
四
・
九
・
二
）
や
、

坂
本
竜
馬
を
扱
っ
た
代
表
作
『
天
下
無
双
人
傑

海
南
第
一
伝
奇

汗
血
千
里
駒
』（『
土
陽
新
聞
』
明
治
一

六
・
一
・
二
四
〜
九
・
二
七
）

25
）

な
ど
｜
｜
、
岐
阜
に
お
け
る
板
垣
退
助
遭
難
事

件
を
脚
色
し
た
演
劇
『
東
洋

あづまなだ
自
由

26
）

の
曙
』
ま
で
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
中
で

も
特
に
話
題
と
な
っ
た
の
は
、
明
治
一
五
年
一
月
に
馬
鹿
林
鈍
翁
の
名
で
は
じ

め
た
民
権
講
談
だ
と
い
え
る
が
、そ
の
一
座
で
あ
る
東
洋
一
派
民
権
講
釈
に
は
、

『
高
知
新
聞
』な
ど
で
同
僚
で
あ
り
、
の
ち
に
中
央
の
自
由
党
系
の
メ
デ
ィ
ア
で
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重
要
な
役
割
を
果
す
こ
と
に
な
る
宮
崎
夢
柳
、
和
田
稲
積
も
、
そ
れ
ぞ
れ
鈍
柳
、

鈍
々
の
芸
名
で
参
加
し
て
い
た
の
で

27
）

あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
坂
崎
の
活
動
を
通
し
て
見
え
て
く
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
教
化
の

実
践
が

下
等
社
会

に
訴
え
る
た
め
に
、
ま
さ
に
利
用
で
き
る
も
の
な
ら
ば

何
で
も
動
員
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
か
か
る
姿

勢
に
よ
り
、
異
な
る
ジ
ャ
ン
ル
の
組
み
合
わ
せ
、
あ
る
い
は
、
あ
る
ジ
ャ
ン
ル

か
ら
他
の
ジ
ャ
ン
ル
へ
の
変
換
な
ど
も
無
造
作
に
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。『
東

洋
自
由
の
曙
』を
例
に
と
る
と
、
そ
の
中
で
は
、「
大
詰
に
は
役
者
総
出
に
て
二

手
に
分
れ
（
略
）
各
〳
〵
白
地
に
紅
に
て
自
由
と
染
出
し
た
る
揃そろひの
湯ゆ
衣かた
を
着

け
昨
年
納
涼
す
ヾ
み
の
節
評
判
高
か
り
し
彼か
の
民
権
踊
り
（
略
）
見
物
人
は
大
受
け

〳
〵
」（『
高
知
自
由
新
聞
』
雑
報
、
明
治
一
五
・
七
・
一
九
）
と
い
う
よ
う
に
、

す
で
に
評
判
に
な
っ
て
い
た
民
権
踊
り
が
演
目
と
し
て
と
り
い
れ
ら
れ
て

28
）

い
た
。
ま
た
、
こ
の
芝
居
は
上
演
中
か
ら
早
く
も
「
筋
書
」
の
出
版
が
予
告
さ

れ
（『
同
』
雑
報
、
同
年
・
七
・

29
）

一
六
）、
公
演
が
終
わ
る
と
今
度
は
浄
瑠
璃
に

脚
色
す
る
こ
と
が
画
策
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た（『
土
陽
新
聞
』雑
報
、
同
年
・

七
・

30
）

三
一
）。
そ
こ
に
お
け
る
原
理
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な
形
で
あ

れ
、
そ
れ
が
政
治
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
媒
体
と
し
て
機
能
す
れ
ば
よ
い
と

す
る
考
え
で
あ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
考
え
が
の
ち
に
坂
崎
が
口
に
す
る
よ
う
な

美
術

と
は
全
く
無
縁
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

二

さ
て
、
前
節
で
は
高
知
に
お
け
る
啓
蒙＝

扇
動
の
た
め
の
表
現
ジ
ャ
ン
ル
の

多
様
性
に
つ
い
て
確
認
し
た
が
、
そ
れ
ら
が
伝
達
さ
れ
る
方
法
は
大
き
く
二
と

お
り
に
分
か
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
主
に
声＝

音
声
言
語
を
用
い

て

い
ま
／
こ
こ

に
お
い
て
直
接
的
に
伝
達
が
な
さ
れ
る
と
い
う
方
法
と
、

書
か
れ
た
も
の
や
印
刷
物＝

文
字
言
語
を
用
い
て

い
つ
／
ど
こ

で
も
再
現

的
に
伝
達
が
な
さ
れ
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
立
志
社
な
ど
に
よ
る
教
化
の
実

践
に
お
い
て
、
こ
の
二
つ
の
方
法
は
、
相
互
の
利
点
を
生
か
し
た
役
割
分
担
が

な
さ
れ
た
う
え
で
戦
略
的
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。そ
し
て
、

両
者
の
巧
妙
な
連
携
に
支
え
ら
れ
て
い
た
の
が
、
実
は
民
権
歌
謡
で
あ
っ
た
。

先
に
見
た
よ
う
に
民
権
歌
謡
は
、
肉
声
を
も
っ
て
唱
和
さ
れ
る
こ
と
で

い

ま
／
こ
こ

に
特
有
の
生
き
生
き
と
し
た
一
体
感
と
興
奮
を
そ
こ
か
し
こ
に
つ

く
り
だ
し
て
い
っ
た
が
、
そ
う
し
た
状
況
は
、「
此
節
高
知
で
流
行
す
る
俚
謡
は

高

31
）

陽
社
に
て
先
つ
こ
ろ
出
版
に
な
り
た
る
ヨ
シ
ヤ

32
）

ブ
シ
」
と
あ
っ
た
と
お
り
、

一
方
で
は
そ
れ
ら
が
大
量
に
複
製
さ
れ
た
印

33
）

刷
物
と
し
て
拡
散
し
た
こ
と
に
よ

り
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
同
様
の
戦
術
は
、
さ
っ
そ
く
近
隣
の
地
域
で
も

導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
高
松
立
志
社
で
は
、「
蘆
騒
ルーソー
や
米
国
アメリカ
革
命
の
事
な
ど

を
俚
歌
に
作
り
立
て
こ
れ
を
民
権
歌
と
称
し
印
刷
し
て
聴
衆
ま
た
は
市
街
を
行

き
か
ふ
人
に
も
与
」え
る
と
い
う
試
み
が
な
さ
れ
、「
至
る
と
こ
ろ
児
童
ま
で
こ

の
歌
を
唄
は
ざ
る
な
」
い
と
い
っ
た
「
流
行
」
を
生
み
だ
し
て
い
た
（『
東
京
日

日
新
聞
』
雑
報
、
明
治
一
一
・
一
二
・
一
九
）。

こ
う
い
っ
た
印
刷
物
に
お
け
る
伝
播
の
力
は
、
啓
蒙＝

扇
動
の
実
践
ば
か
り

で
は
な
く
、
立
志
社
が
政
治
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
全
般
で
縦
横
に
駆
使
し

て
い
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。そ
れ
に
よ
っ
て
ま
た
同
社
は
｜
｜
明
治
一
〇
年
八

月
に
、立
志
社
の
獄
に
よ
る
危
機
は
あ
っ
た
も
の
の
｜
｜
武
力
闘
争
に
代
え
た

新
た
な
対
政
府
運
動
の
方
向
性
を
い
ち
早
く
示
す
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。

そ
の
こ
と
を
表
す
象
徴
的
事
例
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
立
志
社
建
白
書
で
あ
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ろ
う
。
藩
閥
政
府
の
失
政
を
つ
き
な
が
ら
、
国
会
開
設
な
ど
を
天
皇
に
直
訴
し

た
こ
の
建
白
書
は
、
西
南
戦
争
中
の
明
治
一
〇
年
六
月
に
京
都
行
在
所
に
奉
呈

さ
れ
、
却
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
立
志
社
は
他
方
で
そ
れ
を
印
刷
に
付

し
、
全
国
に
向
け
て
頒
布
し
て
い
た
の
で

34
）

あ
る
。
こ
う
し
て
流
通
し
た
建
白
書

は
「
深
く
人
心
を

35
）

刺
激
」
し
、
立
志
社
を
慕
っ
て
、
の
ち
に
自
由
党
の
も
と
に

結
集
す
る
こ
と
に
な
る
青
年
政
客（
杉
田
定
一
、
栗
原
亮
一
、
竹
内
正
志
な
ど
）

が
続
々
と
高
知
を
訪
れ
る
と
い
う
現
象
を
ひ
き
起
こ
し
て

36
）

い
く
。

加
え
て
立
志
社
は
、
同
年
八
月
に
出
版
局
で
あ
る
高
陽
社
を
設
け
、
植
木
枝

盛
や
来
高
中
の
杉
田
、
栗
原
、
竹
内
ら
を
編
集
担
当
と
し
て
、
す
で
に
言
及
し

た
『
海
南
新
誌
』『
土
陽
雑
誌
』
を
創
刊
す
る
。
こ
れ
ら
は
県
外
に
も
流
通
し
、

各
地
の
「
有
志
者
」
が
「
争
ふ
て
両
雑
誌
を
購
読
し
、
或
は
之
を
謄
写
し
て
、

以
て
争
て
其
同
志
に
頒
ち
与
」
え
る
と
い
っ
た
現
象
も
生
じ
た
と

37
）

い
う
。
そ
の

よ
う
に
立
志
社＝

高
陽
社
は
販
路
を
高
知
県
下
に
限
定
せ
ず
、
大
阪
、
東
京
の

よ
う
な
大
都
市
か
ら
姫
路
、
大
津
、
岡
山
な
ど
の
地
方
都
市
に
ま
で
そ
の
輪
を

拡
大
し
、
広
域
的
な
言
論
活
動
の
展
開
を
目
指
し
て
い
た
の
で

38
）

あ
る
。

こ
う
し
た
動
向
と
連
動
し
て
、
大
都
市
の
新
聞
・
雑
誌
の
側
も
立
志
社
の
試

み
に
多
大
な
る
関
心
を
寄
せ
、
彼
ら
の
行
方
を
追
う
よ
う
に

39
）

な
る
。
か
く
し
て

メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
た
網
状
の
交
通
の
場
が
構
築
さ
れ
て
い
く
が
、
そ
れ
は
や
が

て
立
志
社
が
中
核
と
な
っ
た
全
国
的
な
民
権
組
織
で
あ
る
再
興
愛
国
社
や
国
会

期
成
同
盟
の
旗
揚
げ
、
さ
ら
に
は
自
由
党
の
結
成
（
明
治
一
四
年
一
〇
月
）
へ

と
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
か
か
る
メ
デ
ィ
ア
の
経
路
に
お
い
て
、

「
よ
し
や
武
士
」も
ま
た
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
て
発
信
さ
れ

40
）

た
り
、
あ
る
い
は
刊
本

を
入
手
し
た
大
都
市
の
新
聞
に
そ
の
内
容
が
引
用
さ
れ
た
り
（『
大
坂
日
報
』
雑

報
、
明
治
一
一
・
二
・
二
一
）
し
て
、
日
本
中
に
知
れ
渡
っ
て
い
っ
た
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
印
刷
物
が
効
果
的
に
用
い
ら
れ
、
か
け
離
れ
た
地
域
が
結
び
つ

け
ら
れ
て
い
く
こ
と
で
民
権
派
は
次
第
に
大
き
な
ま
と
ま
り
を
形
成
し
は
じ
め

る
。
も
っ
と
も
藩
閥
政
府
の
側
も
、
こ
う
い
っ
た
事
態
を
た
だ
手
を
こ
ま
ね
い

て
見
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
新
聞
・
雑
誌
に
お
い
て
高
ま
る
民
権
論

や
政
府
批
判
を
弾
圧
す
る
た
め
に
、
す
で
に
明
治
八
年
六
月
二
八
日
に
讒
謗
律

と
新
聞
紙
条
例
が
制
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
二
つ
の
取
締
法
が
施
行
さ
れ
て
か

ら
明
治
一
〇
年
ま
で
に
、
筆
禍
に
よ
り
記
者
な
ど
で
禁
獄
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た

も
の
は
一
四
四
件
に
の
ぼ
っ
て
い
た
の
で

41
）

あ
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
、
明
治
九
年

七
月
五
日
に
は
、「
国
安
ヲ
妨
害
ス
ト
認
メ
ラ
ル
」
る
新
聞
・
雑
誌
な
ど
の
発
行

停
止
お
よ
び
禁
止
の
権
限
を
内
務
省
に
与
え
る
太
政
官
布
告
第
九

42
）

八
号
が
公
布

さ
れ
、
規
制
は
一
層
強
化
さ
れ
て
い
く
。
高
度
な
流
通
性
を
発
揮
す
る
活
字
メ

デ
ィ
ア
を
通
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
他
方
で
は
こ
れ
ら
の
厳
し
い
検

閲
を
く
ぐ
り
抜
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
の
反
面
で
、
演
説
に
関
す
る
法
は
ま
だ
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、「
い
ま
だ
法
律
の
統
制
圏
外
に
お
か
れ
て
い
た
演
説
会
が
民
権
思
想
宣

伝
の
手
段
と
し
て
大
い
に
利
用
さ
れ
る
」
こ
と
に
な
る
が
、
立
志
社
は
「
そ
の

点
で
最
も
眼
を
そ
な
え
て
い
た
も
の
の
ご
と
く
、
演
説
会
を
盛
に

43
）

開
」
き
、「
文

字
上
ニ
於
テ
」
は
「
自
由
ニ
相
交
際
シ
談
話
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
」（〔
植
木
枝

盛
〕「
通
年
概
論
」『
土
陽
新
聞
』
明
治
一
一
・
一
・
一
〇
〜
二
〇
）
状
態
を
補
っ

て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
中
か
ら
、
活
字
な
ど
を
用
い
た
伝
達
と
、
主
に
音
声
を
用
い
た

伝
達
と
の
間
に
も
う
一
つ
の
戦
略
的
な
役
割
分
担
も
発
生
し
て
く
る
。そ
れ
は
、

広
く
伝
播
し
は
す
る
も
の
の
、
厳
し
い
検
閲
を
被
ら
ざ
る
を
え
な
い
も
の
（
あ

る
い
は
、
公
刊
さ
れ
な
く
て
も
、
証
拠
と
し
て
形
が
残
っ
て
し
ま
う
も
の
）と
、
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瞬
時
に
消
え
去
り
、

い
ま
／
こ
こ

を
越
え
る
こ
と
は
な
い
が
、
一
定
の
自
由

が
許
容
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
っ
た
役
割
分
担
で
あ
る
。
か
く
し
て
、「
語
辞
ヲ

表
出
シ
テ
其
勢
力
ヲ
大
」
に
す
る
に
あ
た
っ
て
は
「
文
字
」
を
し
の
ぐ
と
さ
れ

る
、「
口
説
言
語
」
の
、「
現
在
生
存
ス
ル
人
ノ
声
音
ヲ
以
テ
ス
ル
」
ゆ
え
の
「
捷

速
親
密
善
ク
其
意
ヲ
尽
ス
ノ
大
効

44
）

妙
用
」
が
注
目
さ
れ
て
い
く
。
か
か
る
「
口

説
言
語
」
特
有
の
「
大
効
妙
用
」
と
、
前
節
で
見
た
よ
う
な
大
胆
な
平
俗
化
が

施
さ
れ
た
言
葉
の
効
力
と
が
あ
わ
せ
て
駆
使
さ
れ
る
こ
と
で
、
高
知
の
演
説
会

は
カ
ー
ニ
ヴ
ァ
レ
ス
ク
な
熱
狂
の
場
と
化
し
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
は
、「
各
社
益
暴
論
を
吐
き
、
一
口
に
云
へ
ば
、
今
日
の
政
府
を
倒
さ
ず

ん
ば
到
底
民
権
を
拡
張
す
る
能
は
ざ
る
の
主
意
に
外
な
ら
ず
、
傍
聴
人
の
多
き

事
は
殆
ど
千
人
に
近
く
、
暴
言
を
聞
く
毎
に
快
と
呼
び
諾
と
呼
び
、
勢
制
す
べ

か
ら
ざ

45
）

る
趣
」、「
近
頃
演
舌
会
（
略
）
激
烈
を
極
む
傍
聴
の
人
民
も
無
知
の
徒

に
至
る
ま
で
狂
す
る
如
く
酔
ふ
如
き
勢
に
て
侭まヽ

拘
引
せ
ら
る
ヽ
も
の
も
あ
り

し
」（『
大
坂
日
報
』
雑
報
、
明
治
一
一
・
七
・
二
三
）
と
い
っ
た
も
の
だ
っ
た
。

そ
こ
か
ら
う
か
が
え
る
の
は
、
そ
の
場
か
ぎ
り
の
「
口
説
言
語
」
で
あ
る
の
を

よ
い
こ
と
に
、
活
字
媒
体
で
は
あ
り
え
な
い
ほ
ど
の
過
激
な
政
府
批
判
が
な
さ

れ
、
同
じ
時
空
を
共
有
し
て
い
る
ゆ
え
の
、
そ
の
「
捷
速
」
か
つ
「
親
密
」
な

言
葉
の
効
果
に
よ
り
、「
無
知
の
徒
」も
含
む
聴
衆
の
興
奮
が
ほ
と
ん
ど
極
限
に

ま
で
高
め
ら
れ
て
い
る
さ
ま
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
陽
気
な
罵
り
の

祝
祭
性
は
民
権
歌
謡
に
よ
っ
て
も
か
き
立
て
ら
れ
て
い
た
。「
よ
し
や
武
士
」の

序
文
に
「
之
ヲ
有
髯
社
会
ニ
一
喝
ス
レ
バ
髯
的
ノ
或
ハ
畏
避
退
縮
ス
ル
」
と
述

べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
歌
も
証
拠
が
残
ら
な
い
音
声
で
あ
る
こ
と

を
利
用
し
て
、
官
吏
（「
髯
的
」）
や
巡
査
、
さ
ら
に
は
そ
の
背
後
に
控
え
た
政

府
を
に
ぎ
や
か
に
嘲
弄
す
る
手
段
に
、
し
ば
し
ば
な
っ
て
い
た
の
で

46
）

あ
る
。

ま
た
、
そ
の
よ
う
な
場
は
高
知
（
あ
る
い
は
、
そ
の
近
隣
）
以
外
で
も
組
織

さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
明
治
一
一
年
四
月
に
、
自
由
民
権
運
動
の
全
国
的
展

開
を
目
指
し
て
愛
国
社
の
再
興
に
乗
り
出
す
こ
と
を
決
議
し
た
立
志
社
は
、
植

木
枝
盛
、
栗
原
亮
一
、
安
岡
道
太
郎
、
杉
田
定
一
ら
を
各
地
に
派
遣
し
、
遊
説

活
動
を
開
始
し
て
い
た
。
そ
れ
と
並
行
し
て
、「
高
知
県
士
族
土
居
某
は
先
頃
東

京
出
立
の
節
道
中
を
読
み
歩
行
き
帰
る
と
て
夫
の
民
権
数
へ
歌
を
印﹅
刷﹅
し﹅
て﹅
出

発
せ
し
由
な
れ
ば
能
く
注
意
す
べ
し
と
其
筋
よ
り
沿
道
警
察
署
へ
内
達
あ
り

し
」（『
大
坂
日
報
』
雑
報
、
明
治
一
二
・
五
・
二
五
、
傍
点
引
用
者
）
と
警
戒

さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
歌
の
場
も
他
の
地
方
へ
と
も
ち
出
さ
れ
て

47
）

い
く
。

他
方
、
同
年
九
月
の
再
興
大
会
で
再
興
が
決
定
さ
れ
た
愛
国
社
は
、
そ
の
後
、

大
阪
を
拠
点
に
し
て
機
関
誌『
愛
国
志
林
』（
明
治
一
三
年
三
月
創
刊
、
同
年
八

月
『
愛
国
新
誌
』
に
改
題
）、『
世せい
益えき
雑
誌
』（
明
治
一
三
年
九
月
創
刊
）
を
刊
行

す
る
。
植
木
が
編
集
し
た
そ
れ
ら
は
立
志
社
の
機
関
誌
の
活
動
を
受
け
継
ぐ
も

の
で
あ
り
、
知
識
人
向
け
の
前
者
と
、「
大
衆
の
啓
蒙
の
た
め
の
平
易
な
内
容
」

の
後
者
と
の
関
係
は
、『
海
南
新
誌
』
と
『
土
陽
雑
誌
』
と
の
関
係
を
踏
襲
し
た

も
の
と
さ
れ
て

48
）

い
る
。
加
え
て
、
こ
う
し
た
商
業
ル
ー
ト
を
通
じ
た
も
の
以
外

に
も
、
か
つ
て
の
立
志
社
建
白
書
の
複
写
の
よ
う
に
、
よ
り
局
所
的
な
規
模
で

頒
布
さ
れ
る
文

49
）

書
類
な
ど
、
愛
国
社
の
宣
伝
・
啓
蒙
活
動
で
も
あ
い
か
わ
ら
ず

多
様
な
書
か
れ
た
も
の
／
印
刷
物
が
活
用
さ
れ
、
そ
の
様
々
な
流
通
の
あ
り
方

に
よ
っ
て
音
声
に
よ
る
伝
達
と
相
補
的
な
役
割
を
果
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

三

し
か
し
、
あ
る
種
の
解
放
区
と
な
っ
て
い
た
演
説
会
に
も
、
や
が
て
規
制
が
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加
え
ら
れ
は
じ
め
る
。
そ
の
嚆
矢
と
な
っ
た
の
は
、
視
察
す
る
警
察
官
が
「
民

心
ヲ
煽
動
シ
国
安
ヲ
妨
害
ス
ル
」
と
判
断
し
た
演
説
を
、
地
方
長
官
な
ど
の
権

限
に
お
い
て
禁
止
で
き
る
こ
と
を
定
め
た
明
治
一
一
年
七
月
一
二
日
の
太
政
官

達
第
二

50
）

九
号
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
こ
の
達
に
関
し
て
同
年
一
二
月
に
内
務
省
か

ら
具
体
的
な
取
り
締
ま
り
の
心
得
が
出
さ
れ
た
際
、「
集
会
ノ
国
安
ヲ
妨
害
ス
ル

者
」
と
は
、
演
説
な
ど
の
方
法
を
も
っ
て
「
人
民
ヲ
教
唆
煽
動
シ
テ
国
法
ヲ
怨

忌
セ
シ
メ
、
或
ハ
官
吏
ヲ
疾
視
セ
シ
メ
、
或
ハ
政
府
ヲ
怨
望
セ
シ
ム
ル
事
」と
、

改
め
て
定
義
さ
れ
る
こ
と
に

51
）

な
る
。そ
れ
ら
は
一
定
の
行
為
で
は
な
く
、「
教
唆
」

「
煽
動
」と
い
っ
た
聴
衆
の
心
情
と
不
可
分
の
曖
昧
な
営
為
を
対
象
に
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
り
、
運
用
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
摘
発
の
範
囲
が
恣
意
的
に
拡
大

し
て
し
ま
う
恐
れ
も
は
ら
ん
で

52
）

い
た
。

か
か
る
規
制
を
促
進
し
た
の
は
、「
立
憲
社
中
も
追
々
府
中
へ
集
合
（
略
）
是

よ
り
例
の
演
説
会
を
始
め
人
心
を
鼓
動
す
る
策
な
る

53
）

へ
し
」
と
い
う
よ
う
な
、

明
治
一
一
年
九
月
に
愛
国
社
再
興
大
会
を
大
阪
府
で
開
催
す
る
こ
と
を
期
し
て

着
々
と
遊
説
活
動
を
つ
づ
け
て
い
た
立
志
社
に
対
す
る
、
政
府
側
の
警
戒
の
ま

な
ざ
し
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
規
制
を
集
大
成
し
、
体
系
化
し
た
も
の
と
い
え

る
の
が
集
会

54
）

条
例
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
愛
国
社
第
四
回
大
会
に
お
い
て
国
会

期
成
同
盟
の
結
成
が
決
議
さ
れ（
明
治
一
三
年
三
月
一
七
日
）、
ま
さ
に
国
会
開

設
運
動
の
全
国
的
展
開
が
は
じ
ま
ろ
う
と
し
た
直
後
の
四
月
五
日
に
公
布
さ
れ

る
こ
と
に

55
）

な
る
。
そ
こ
で
は
、
警
官
は
会
場
を
監
視
し
（
第
五
条
）、「
公
衆
ノ

安
寧
ニ
妨
害
ア
リ
ト
認
ム
ル
」
演
説
を
し
た
も
の
に
は
退
去
を
命
じ
、
そ
れ
に

従
わ
な
い
場
合
は
全
会
を
解
散
さ
せ
る
（
第
六
条
）
と
い
っ
た
、「
警
察
に
よ
る

自
由
民
権
運
動
弾
圧
の
強
化
を
鮮
明
に
す
る
集
会
臨
監

56
）

体
制
」
が
再
確
認
さ
れ

て
い
た
。
そ
の
一
方
で
は
、「
政
治
ニ
関
ス
ル
事
項
ヲ
講
談
論
議
ス
ル
」た
め
に

「
其
旨
趣
ヲ
広
告
」
し
、「
文
書
ヲ
発
シ
テ
公
衆
ヲ
誘
導
」
す
る
こ
と
を
許
さ
な

い
（
第
八
条
）
と
あ
る
よ
う
に
、
声
を
用
い
た
伝
達
と
書
か
れ
た
も
の
／
印
刷

物
を
用
い
た
伝
達
と
の
共
働
に
く
さ
び
が
打
ち
込
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
さ

ら
に
、
政
治
に
関
す
る
結
社
は
社
則
、
名
簿
な
ど
を
管
轄
警
察
署
に
届
け
出
て

認
可
を
受
け
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
際
、
尋
問
さ
れ
た
ら
、
社
中
の
こ
と
は
何
事

た
り
と
も
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
二
条
）
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
単

に
演
説
や
集
会
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
活
動
の
根
本
に
あ
る
政
治
結
社

そ
の
も
の
が
、
新
た
に
統
制
の
対
象
と
さ
れ
よ
う
と
し
た
の
で

57
）

あ
っ
た
。

そ
の
こ
と
に
よ
り
解
散
す
る
結
社
も
少
な
く
な
か
っ
た
が
、全
般
的
に
見
て
、

こ
の
条
例
は
か
え
っ
て
民
心
を
激
昂
さ
せ
、
奮
起
さ
せ
る
効
果
の
方
が
大
き

か
っ
た
と
さ
れ
て

58
）

い
る
。
加
え
て
、
そ
こ
に
お
け
る
規
制
も
い
ま
だ
万
全
な
も

の
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
演
説
会
は
と
も
か
く
、
結
局
、
結
社
自
体

は
具
体
的
に
取
り
締
ま
る
こ
と
は
で

59
）

き
ず
、
ま
た
書
か
れ
た
も
の
／
印
刷
物
と

声
の
共
働
を
遮
断
し
よ
う
と
し
た
第
八
条
に
し
て
も
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
論
議
を

60
）

呼
ぶ
な
ど
、
多
く
の
問
題
を
抱
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
明
治

一
四
年
七
月
に
起
こ
っ
た
北
海
道
開
拓
使
官
有
物
払
下
げ
事
件
に
よ
り
政
府
批

判
の
声
が
高
ま
り
、
そ
れ
を
宥
和
す
る
た
め
に
同
年
一
〇
月
に
国
会
開
設
の
詔

勅
が
出
さ
れ
て
自
由
民
権
運
動
が
最
高
潮
を
迎
え
る
と
、
演
説
会
は
弾
圧
を
は

ね
の
け
て
盛
ん
に
開
催
さ
れ
る
よ
う
に

61
）

な
る
。

そ
の
よ
う
に
屈
曲
し
な
が
ら
強
ま
る
抵
抗
の
意
志
と
相
ま
っ
て
集
会
条
例
に

よ
る
拘
束
は
、
演
説
会
を
内
密
な
解
放
区
か
ら
、
弁
士
と
警
官
と
聴
衆
の
三
者

か
ら
構
成
さ
れ
る
、
独
特
の
緊
張
感
を
漂
わ
せ
た
駆
け
引
き
の
空
間
へ
と
変
貌

さ
せ
て
い
く
。
そ
こ
で
は
弁
士
が
「
外
国
の
事
例
」
を
引
き
、
あ
る
い
は
「
比

喩
」
を
用
い
る
こ
と
で
「
警
察
官
に
国
安
妨
害
と
認
定
す
る
口
実
を
与
え
る
」
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の
を
回
避
し
な
が
ら
、「
で
き
る
だ
け
は
げ
し
く
ま
た
悲
壮
に
圧
政
政
府
を
攻
撃

す
る
雄
弁
」
を
振
る
っ
て
観
客
の
喝
采
を
博
す
る
と
い
う
光
景
が
繰
り
広
げ
ら

れ
て

62
）

い
た
。
そ
こ
か
ら
、「
上
手
に
巡
査
を
揶
揄
す
る
も
の
」
が
「
忽
ち
天
下
の

論
客
と
し
て
、
多
く
の
人
の
尊
敬
を
う

63
）

け
」
る
と
い
う
風
潮
も
ま
た
生
じ
て
く

る
。
こ
う
し
て
自
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
あ
え
て
曖
昧
に
し
、
そ
れ
を
巧
み
に
運

用
し
た
駆
け
引
き
が
そ
の
ま
ま
一
つ
の
見
せ
場
に
な
る
と
い
う
演
説
会
の
劇
場

化
、
あ
る
い
は
、
政
治
的
発
話
行
為
の
「

64
）

技
芸
」
化
と
い
っ
た
事
態
が
進
行
す

る
こ
と
に
な
る
。
か
か
る
流
れ
の
中
で
そ
れ
ま
で
の
啓
蒙＝

扇
動
の
実
践
の
蓄

積
を
ふ
ま
え
て
、
ま
さ
に
高
知
か
ら
現
れ
る
べ
く
し
て
現
れ
て
き
た
の
が
、
一

年
間
高
知
県
下
で
の
演
説
を
禁
止
さ

65
）

れ
た
坂
崎
が
、「
三
寸
ノ
舌
ニ
因
ル
モ
ノ
ナ

リ
ト
雖
ド
モ
其
ノ
影
響
ヲ
下
等
社
会
ノ
思
想
感
覚
上
ニ
及
ボ
ス
ヤ
頗
ル
著
シ

キ
」
話
芸
で
あ
る
「
軍
談

66
）

講
釈
」
の
形
式
を
借
り
て
は
じ
め
た
民
権
講
談
の
試

み
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

東
洋
一
派
民
権
講
釈
の
二
日
目
の
興
行
で
、
坂
崎
は
「
羅ら
馬うま
古こ
英ゑい
雄ゆう
ブ
ラ
タ

ス
の
小
伝
」（『
高
知
新
聞
』
雑
報
、
明
治
一
五
・
一
・
二
四
）
を
演
じ
な
が
ら
、

「
天
子
ハ
人
民
ヨ
リ
税
ヲ
絞
リ
テ
独
リ
安
坐
ス
税
ヲ
取
リ
テ
上
坐
ニ
位
ヒ
ス
ル

ハ
天
子
ト
私
シ
ノ
二
人

67
）

ナ
リ
」
と
の
、
聞
き
よ
う
に
よ
っ
て
は
か
な
り
挑
発
的

な
言
葉
を
発
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
発
言
が
不
敬
罪
に
あ
た
り
、

か
つ
講
談
に
託
し
て
政
談
を
行
っ
た
こ
と
は
集
会
条
例
に
も
反
す
る
と
し
て
彼

は
現
行
犯
逮
捕
さ
れ
て
し

68
）

ま
う
。
興
味
深
い
の
は
、
公
判
で
坂
崎
が
、
こ
の「
絞

リ
」
と
は
土
佐
の
方
言
で
「
チ
ハ
リ
」、
す
な
わ
ち
「
互
ニ
」
と
い
う
意
味
で
あ

り
、「
天
子
」
と
い
っ
た
の
も
天
皇
の
こ
と
で
は
な
く
、
一
般
的
な
「
帝
王
」
の

意
だ
と
釈
明
し
て
い
た
点
で

69
）

あ
る
。
そ
こ
に
見
受
け
ら
れ
る
の
は
、
す
ぐ
に
消

え
て
し
ま
う
と
い
っ
た
音
声
言
語
の
利
点
が
、
新
た
に
は
ぐ
ら
か
す
と
い
う
戦

術
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
さ
ま
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
り

彼
は
自
ら
の
本
意
を
ぼ
か
し
つ
つ
、
言
語
の
多
義
性
に
お
い
て
行
為
遂
行
的

パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
に

聴
衆
を
扇
動
し
て
い
た
と
い
え
る
。

も
っ
と
も
坂
崎
は
有
罪
と
な
り
、
重
禁
錮
三
月
、
罰
金
二
〇
円
、
監
視
六
月

の
判
決
を
受
け
る
こ
と
に

70
）

な
る
。
結
局
、
彼
の
逮
捕
で
一
座
の
興
行
は
、
た
っ

た
二
日
で
終
り
を
告
げ
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
裁
判
で
有
罪
と
さ
れ
た
の

は
不
敬
罪
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
集
会
条
例
の
方
は
無
罪
と
さ
れ
た
の
で

71
）

あ
っ
た
。
こ
の
判
決
に
よ
り
、
こ
う
し
た
話
芸
を
擬
態
と
す
る
方
法
が
集
会
条

例
を
す
り
抜
け
る
に
は
、
さ
し
あ
た
り
有
効
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
と
い
え

よ
う
。

加
え
て
注
意
し
た
い
の
は
、
坂
崎
の
逮
捕
で
、
公
演
が
行
わ
れ
た
玉
水
新
地

の
広
栄
座
は
騒
然
た
る
状
態
と
な
り
、
そ
の
ま
ま
「
宛さな
が
ら
潮うしほの
沸わく
か
如
く
」

観
客
「
数
百
人
」
が
警
察
署
へ
「
推
し
か
け
詰
め
寄
せ
」
て
「
殆
ん
ど
二
三
丁

間かん
は
人
の
山
を
築
」
く
と
い
う
「
近
来
稀ま
れ
な
る
賑
か
な
騒
動
」
が
ひ
き
起
こ

さ
れ
た
点
だ
（『
高
知
新
聞
』
雑
報
、
明
治
一
五
・
一
・
二
四
）。
結
果
と
し
て

彼
の
受
難
は
、
そ
れ
自
体
も
う
一
つ
の
演
目
と
な
る
こ
と
で
劇
的
空
間
を
警
察

署
の
前
ま
で
押
し
広
げ
、
観
客
た
ち
の
さ
ら
な
る
興
奮
を
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。

か
か
る
見
世
物

スペクタクル
化
は
ま
た
、
坂
崎
が
公
訴
さ
れ
た
後
も
つ
づ
く
こ
と
と
な
る
。

身
内
で
あ
る
東
洋
一
派
民
権
講
釈
の
宣
伝
機
関
と
な
り
、
そ
の
活
動
を
盛
り
あ

げ
て
い
た
『
高
知
新
聞
』
は
、
坂
崎
の
公
判
に
関
し
て
も
繰
り
返
し
告
知
の
広

告
を
掲
載
し
て

72
）

い
た
。
そ
の
せ
い
も
あ
っ
て
当
日
は
傍
聴
を
求
め
る
人
が
「
我

れ
先
き
に
」
押
し
寄
せ
、「
其
願
ひ
を
許
可
せ
ら
れ
ず
空
し
く
立
帰
」
る
も
の
も

あ
る
中
で
、
百
名
が
法
廷
に
入
っ
た
と
い
う
（『
同
』
雑
報
、
同
年
・
二
・
八
）。

先
の
や
り
と
り
は
、こ
れ
ら
の
熱
心
な
傍
聴
人
の
前
で
展
開
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
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の
み
な
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
坂
崎
に
よ
る
民
権
講
談
の
試
み
は
、
中
央
の
活

字
媒
体
で
も
報
道
さ
れ
て

73
）

い
く
。
そ
し
て
、
集
会
条
例
後
の
政
治
的
伝
達
の
新

た
な
あ
り
方
と
し
て
注
目
さ
れ
、
全
国
に
同
様
の
実
践
を
出
現
さ
せ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で

74
）

あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
民
権
講
談
は
、「
下
等
社
会
」に
現
今
の
政

治
情
勢
を
知
ら
し
め
、「
上
等
社
会
ト
下
等
社
会
」
と
の
「
交
通
」
を
「
繁
密
」

に
し
て
「
社
会
ノ
進
歩
」
を
実
現
す
る
た
め
の
強
力
な
手
段
と
み
な
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
く
だ

75
）

ろ
う
。

以
上
、
立
志
社
を
中
心
と
し
た
啓
蒙＝

扇
動
の
実
践
に
つ
い
て
概
観
し
て
き

た
。
そ
れ
ら
に
お
い
て
目
指
さ
れ
て
い
た
の
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
当
時
、
政

治
的
権
利
な
ど
は
一
切
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
人
々
に
接
近
し
、
自
ら
の
陣

営
に
編
入
す
る
こ
と
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
よ
う
な
営
為
は
政
府
の
側
か
ら

は
、「
諸
税
に
困
す
る
愚
民
」
を
「
煽
動
」
し
、「
誘
導
」
し
て
、「
政
府
を

て

讐
敵
の
如
く
見
做
し
て
、
百
般
不
伏
を
唱
ふ
る
」
よ
う
に
仕
向
け
る
も
の
だ
と

警
戒
さ
れ
て

76
）

い
た
。
加
え
て
、
か
か
る
警
戒
は
政
府
ば
か
り
で
は
な
く
、
自
由

民
権
運
動
に
お
け
る
も
う
一
方
の
陣
営
の
都
市
民
権
派
に
も
共
有
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
っ
た
。

そ
の
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
た
の
は
、「
口
ヲ
極
メ
テ
政
府
ヲ
罵
詈
シ
官
吏

ヲ
指
斥
」
し
て
、「
小
民
」
た
ち
を
扇
動
し
て
い
る
、
高
松
立
志
社
の
「
別
派
」

長
浜
立
志
社
に
対
す
る
末
広
重
恭
（
鉄
腸
）
の
嫌
悪
感
で
あ
る
（「
地
方
実
験
論
」

『
朝
野
新
聞
』
明
治
一
三
・
五
・
一
一
〜
二
六
）。
末
広
は
一
部
の
急
進
派
の
言

行
を
口
実
に
し
て
自
由
民
権
運
動
全
般
に
規
制
を
加
え
よ
う
と
す
る
集
会
条
例

の
制
定
に
抗
議
す
る
一
方
で
、「
徒
党
ヲ
聚
合
シ
公
然
ト
シ
テ
国
安
ヲ
妨
害
ス
ル

ノ
議
論
」
を
な
す
、
こ
れ
ら
の
「
南
海
中
国
ニ
流
行
ス
ル
一
種
ノ
激
論
党
」
を

民
権
家
の
風
上
に
も
置
け
な
い
も
の
と
し
て
排
斥
し
よ
う
と
し
た
の
だ
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
長
浜
立
志
社
の
演
説
会
で
は
、
自
社
に
加
入
す
れ
ば

「
徴
兵
」
や
「
営
業
雑
税
戸
数
割
」
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
と
主
張
さ
れ

て

77
）

い
た（
同
前
）。
安
丸
良
夫
は
、
そ
の
よ
う
な
言
説
に
魅
了
さ
れ
る
群
衆
の
姿

に
新
政
反
対
一
揆
の
民
衆
と
共
通
す
る
意
識
状
態
を
読
み
取
っ
て

78
）

い
る
。他
方
、

扇
動
し
て
い
る
側
に
焦
点
を
あ
て
る
の
な
ら
、
そ
こ
に
見
出
せ
る
の
は
、
民
権

家
が
専
制
体
制
の
打
倒
と
立
憲
政
体
の
樹
立
と
い
う
そ
の
本
来
の
目
的
を
少
々

踏
み
越
え
て
、
新
政
府
に
よ
る
拘
束
全
般
に
不
満
を
抱
き
、
そ
こ
か
ら
逃
れ
よ

う
と
し
て
い
る
人
々
の
生
活
に
歩
み
寄
っ
て
い
る
さ
ま
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
末

広
は
こ
う
し
た
譲
歩
に
危
険
な
兆
候
を
嗅
ぎ
つ
け
て
、
そ
れ
を
、「
愚
民
」に「
法

律
ニ
背
違
シ
官
吏
ニ
抵
抗
ス
ル
ヲ
以
テ
自
由
ナ
リ
権
利
ナ
リ
ト
誤
解
」
さ
せ
、

ひ
い
て
は
民
権
運
動
を
誤
っ
た
方
向
、
す
な
わ
ち
「
貧
富
ヲ
平
均
シ
社
会
ノ
組

織
ヲ
破
壊
ス
ル
」
よ
う
な
「
社
会
党
」
的
方
向
に
導
い
て
い
き
か
ね
な
い
も
の

と
し
て
牽
制
し
た
の
だ
（
前
掲
「
地
方
実
験
論
」）。
そ
こ
に
垣
間
見
え
る
の
は
、

「
公
議
輿
論
」
を
構
成
す
る
の
は
「
財
産
ア
リ
教
育
ア
ル
中
等
社
会
」
だ
と
し
（
末

広
重
恭
「
輿
論
ト
ハ
如
何
ナ
ル
モ
ノ
ゾ
」『

鳴
雑
誌
』
明
治
一
三
・
一
二
・
八
、

二
五
）、
政
治
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
相
手
を
は
じ
め
か
ら
、
こ
れ
ら
自
ら

の
い
わ
ん
と
す
る
こ
と
を
正
し
く
理
解
で
き
る
も
の
の
み
に
限
定
す
る
と
い

う
、
の
ち
に
立
憲
改
進
党
を
構
成
す
る
面
々
と
共
通
す
る
政
治
的
姿
勢
で
あ
ろ

う
。対

し
て
立
志
社
は
、
そ
の
よ
う
に
藩
閥
政
府
か
ら
も
都
市
民
権
派
か
ら
も
輿

論
の

外
に
置
か
れ
て
い
た
人
々
を
、
あ
え
て

誤
読

も
辞
さ
な
い
、
不
純

か
つ
曖
昧
な
政
治
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
も
っ
て
緩
や
か
に
包
摂
し
、
場
合
に
よ
っ

て
は
彼
／
彼
女
ら
の
要
求
も
加
味
し
な
が
ら
と
も
に
集
合
的
意
志
を
形
成
し
よ
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う
と
し
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
の
立
場
か
ら
彼
ら
は
、
末
広
と
同
様
に
「
下
等

人
民
」
の
政
治
参
加
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
『
郵
便
報
知
新
聞
』
｜
｜
明
治
一

五
年
三
月
に
立
憲
改
進
党
が
設
立
さ
れ
る
と
、
同
紙
が
そ
の
機
関
紙
と
な
っ
た

の
は
周
知
の
と
お
り
だ
が
｜
｜
の
姿
勢
を
弾
劾
し
た
の
で
あ
っ
た
。

『
郵
便
報
知
新
聞
』
は
、「
下
等
無
智
ノ
民
ニ
シ
テ
一
旦
政
治
世
界
ニ
跋

ス

ル
ニ
至
レ
ハ
多
智
博
識
者
ノ
高
案
遠
謀
ヲ
抱
ク
ア
リ
ト
雖
ド
モ
幾
何
カ
思
想
ノ

程
度
ヲ
下
シ
テ
下
等
人
民
ノ
思
想
ニ
近
似
セ
シ
メ
サ
ル
可
ラ
ス
」（「
政
治
世
界

ニ
於
ケ
ル
下
等
人
民
」
明
治
一
五
・
一
・
二
八
）
と
、「
下
等
人
民
」
の
介
入
に

よ
る
政
治
の
劣
化
を
懸
念
し
て
い
た
。『
高
知
新
聞
』は
か
か
る
見
解
に
つ
い
て
、

そ
れ
が
「
下
等
人
民
ヲ
奴
隷
ニ
シ
タ
ル
意
気
」
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
所
詮
は

「
智
者
ノ
圧
政
ヲ
主
張
」
し
、「
一
部
ノ
人
ニ
シ
テ
天
下
ヲ
私
」
す
る
「
専
制
主

義
中
ノ
モ
ノ
」で
あ
る
と
非
難
す
る
。
そ
の
根
底
に
あ
っ
た
の
は
、「
教
育
ア
リ
、

智
識
ア
ル
者
ト
、
否
ラ
サ
ル
者
ト
余
資
ア
リ
、
余
暇
ア
ル
者
ト
、
否
ラ
サ
ル
者
」

と
の
区
別
な
く
、
政
治
と
は
「
全
国
人
民
ノ
上
ニ
属
ス
ル
モ
ノ
」
だ
と
す
る
、

従
来
の
社
会
構
造
や
価
値
の
体
系
を
根
本
的

ラ
デ
ィ
カ
ル
に
見
直
そ
う
と
す
る
態
度
に
基
づ

い
た
、
徹
底
し
た
平
等
主
義
で

79
）

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
立
志

社
は
、啓
蒙＝

指
導
す
る
も
の
と
し
て
の
自
身
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
築
き
な
が
ら
、

歌
謡
・
演
説
・
講
談
な
ど
様
々
な
媒
体
を
通
じ
て

下
等
社
会

と
ダ
イ
ア
ロ
ー

グ
的
に
関
わ
る
こ
と
の
で
き
る
交
通
の
場
｜
｜
も
っ
と
も
、
そ
れ
が

誤
読

も
辞
さ
な
い
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
、
そ
こ
に
は
末
広
が
警
戒
し
て
い
た
よ
う
な

「
社
会
ノ
組
織
ヲ
破
壊
ス
ル
」動
向
へ
つ
な
が
っ
て
い
く
可
能
性
が
、
つ
ね
に
潜

在
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
が
｜
｜
を
つ
く
り
だ
そ
う
と
し
て
い
た
と
い
え
る
。

と
も
あ
れ
、
そ
の
よ
う
な

下
等
社
会

に
向
け
た
働
き
か
け
は
、
全
国
政

党
と
し
て
結
成
さ
れ
た
自
由
党
に
お
い
て
、
や
が
て
一
定
の
戦
略
的
な
意
図
と

と
も
に
、
よ
り
組
織
立
っ
た
形
で
企
て
ら
れ
よ
う
と
す
る
。
そ
の
中
に
ま
ず
身

を
投
じ
た
の
は
、
東
洋
一
派
民
権
講
釈
に
も
参
加
し
て
い
た
宮
崎
夢
柳
と
和
田

稲
積
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
啓
蒙＝

扇
動
の
実
践
の
新
た
な
展
開
と
、
そ
れ
が

ひ
き
起
こ
し
た
危
機
的
事
態
、
そ
こ
に
お
け
る
宮
崎
や
和
田
、
さ
ら
に
彼
ら
よ

り
遅
れ
て
東
京
に
出
た
坂
崎
の
役
割
な
ど
に
つ
い
て
は
、
し
か
し
、
ま
た
稿
を

改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

注

１
）

柳
田
泉
『
明
治
初
期
の
文
学
思
想

下
』（
春
秋
社
、
一
九
六
五
）
四
〇

八
〜
四
一
九
頁
。

２
）

柳
田
泉
『
政
治
小
説
研
究

上
』（
春
秋
社
、
一
九
六
七
）
二
五
九
〜
二

六
四
頁
。

３
）

そ
の
作
業
の
一
端
は
、
す
で
に
拙
稿
「
絡
み
あ
う
二
つ
の

リ
ア
ル

｜
｜
逍
遙
と
政
治
家
た
ち
｜
｜
」（『
国
語
と
国
文
学
』二
〇
一
五
・
九
）

で
公
に
し
て
い
る
。

４
）

そ
れ
は
、
政
治
小
説
研
究
が
多
く
の
場
合
、

日
本
近
代
文
学

を
｜
｜

批
判
す
る
に
せ
よ
、肯
定
す
る
に
せ
よ
｜
｜
目
的＝

帰
結

テ

ロ

ス

と
措
定
し
て

な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。
そ
の
中
で
貴
重
な
例
外
と

な
っ
て
い
る
の
が
、
皮
肉
に
も
、
こ
う
し
た
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
つ
く
り
あ

げ
た
柳
田
泉
が
一
方
で
行
っ
た
民
権
歌
謡
・
民
権
講
談
な
ど
に
関
す
る

実
証
研
究
だ
と
い
え
る
。

５
）

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
「
ニ
ー
チ
ェ
、
系
譜
学
、
歴
史
」（
伊
藤
晃
訳
、

『
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
思
考
集
成

』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
）
参
照
。
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６
）

前
掲
『
明
治
初
期
の
文
学
思
想

下
』
三
〇
一
頁
。

７
）

本
文
で
触
れ
た
も
の
以
外
で
は
、「
幼
稚
人
民
を
誘
導
す
る
其その
道みち
如
何
い
か
ん
」

（『
絵
入
朝
野
新
聞
』
明
治
一
六
・
二
・
一
六
〜
二
一
）、
矢
野
楢
山
（
在

東
京
）「
政
治
思
想
養
成
の
策
」（『
絵
入
自
由
新
聞
』
同
年
・
一
一
・
一

〜
一
八
）
な
ど
。
ほ
か
に
、
立
憲
改
進
党
（

鳴
社
系
）
に
属
し
な
が

ら
、
例
外
的
に
こ
れ
ら
の
啓
蒙
的
な
働
き
か
け
に
つ
い
て
強
い
関
心
を

示
し
た
赤
羽
万
次
郎
の
論
も
あ
る（「
稗
史
講
談
演
劇
ノ
改
良
ヲ
論
シ
テ

世
ノ
稗
史
講
談
演
劇
ニ
従
事
ス
ル
者
ニ
謀
ル
」『
東
京
輿
論
新
誌
』
同

年
・
一
一
・
一
〇
な
ど
）。
赤
羽
の
こ
う
し
た
関
心
は
、
も
と
も
と
彼
が

奨
匡
社
に
属
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
と
い
え
る
。
奨
匡
社
は
、

明
治
一
三
年
二
月
に
松
沢
求
策
ら
を
中
心
に
結
成
さ
れ
た
長
野
の
民
権

結
社
で
あ
る
（
そ
し
て
、
そ
の
「
思
想
的
源
流
」
と
な
っ
た
の
は
、
松

本
裁
判
所
の
判
事
を
務
め
た
後
、
明
治
一
〇
年
一
〇
月
か
ら
翌
年
九
月

ま
で
『
松
本
新
聞
』
の
編
集
長
と
な
り
、
演
説
会
を
組
織
す
る
な
ど
地

元
の
人
々
を
鼓
吹
し
た
坂
崎
紫
瀾
の
言
動
だ
っ
た
〔
山
田
貞
光
『
木
下

尚
江
と
自
由
民
権
運
動
』三
一
書
房
、
一
九
八
七
、
一
〇
〜
四
一
頁
〕）。

松
沢
は
趣
味
で
歌
舞
伎
を
演
じ
る
ほ
ど
の
芝
居
好
き
で
、
演
劇
を
利
用

し
た
啓
蒙
活
動
に
も
乗
り
だ
し
て
い
た（
上
條
宏
之『
地
域
民
衆
史
ノ
ー

ト

信
州
の
民
権
・
普
選
運
動
』
銀
河
書
房
、
一
九
七
七
、
四
五
〜
五

〇
頁
）。彼
は
長
野
の
民
権
家
に
よ
り
進
め
ら
れ
て
い
た
一
揆
研
究
に
基

づ
き
、
松
本
藩
の
圧
政
に
立
ち
向
か
っ
た
農
民
多
田
嘉
助
に
関
す
る
戯

曲
を
書
き
は
じ
め
る
が
、
や
が
て
そ
れ
は
坂
崎
の
助
言
を
得
る
な
ど
し

て
「
民
権
鏡かがみ
嘉
助
の
面
影
」
と
し
て
完
成
し
（
明
治
一
二
年
）、
安
曇

野
、
飯
田
な
ど
で
上
演
さ
れ
、
さ
ら
に
明
治
一
三
年
三
月
に
大
阪
で
開

催
さ
れ
た
愛
国
社
第
四
大
会
で
も
松
沢
自
ら
が
俳
優
と
な
っ
て
演
じ
ら

れ
た
と
い
う
（
同
前
書
）。
ま
た
、
こ
の
作
品
は
『
東
洋
自
由
新
聞
』
に

「
院
本
」
の
形
で
連
載
さ
れ
て
も
い
た
（
明
治
一
四
・
三
・
一
八
〜
四
・

二
八
）。
赤
羽
が
こ
れ
ら
の
動
向
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
こ
と
は
、
前
掲

「
稗
史
講
談
演
劇
ノ
〜
」で
、
政
治
的
教
化
の
物
語
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物

と
し
て
多
田
嘉
助
の
名
を
あ
げ
て
い
る
点
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

８
）

奥
付
に
安
岡
道
太
郎
編
纂
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
名
は
安
岡
の
匿
名

だ
と
さ
れ
て
い
る（
柳
田
泉「
自
由
民
権
意
識
に
成
る
詩
歌
」『
随
筆

明

治
文
学
１
｜
｜
政
治
篇
・
文
学
篇
』
東
洋
文
庫
、
二
〇
〇
五
）。
同
時

代
人
の
証
言
に
は
、「
よ
し
や
武
士
」
は
安
岡
が
「
立
志
社
の
諸
先
輩
と

共
に
之
を
作
り
、
小
冊
子
と
な
し
て
世
間
に
流
布
し
た
る
も
の
」
と
あ

り
（
岡
林
清
水
『
増
補

改
訂

自
由
民
権
運
動
文
学
の
研
究
』
土
佐
史
談
会
、
一

九
八
七
、
三
〇
頁
）、
こ
れ
ら
の
歌
が
集
団
的
に
作
製
さ
れ
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
。
一
方
、
慶
應
義
塾
出
身
で
、
立
志
社
に
招
か
れ
て
立
志
学

舎
で
英
語
な
ど
を
教
え
、
当
地
の
民
権
運
動
に
も
参
加
し
た
城
泉
太
郎

は
、「
よ
し
や
武
士
」
は
自
ら
が
考
案
し
た
も
の
と
し
て
い
る
（「
談
話
」

『
城
泉
太
郎
著
作
集
』
長
岡
市
、
一
九
九
八
）。
し
か
し
、
家
永
三
郎
は

「
よ
し
や
武
士
」の
刊
行
が
明
治
一
〇
年
暮
れ
で
あ
り
、
城
の
来
高
が
明

治
一
一
年
四
月
で
あ
る
点
か
ら
、
こ
の
説
を
疑
わ
し
い
も
の
と
し
て
い

る
（『
植
木
枝
盛
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
〇
、
一
三
八
頁
）。

９
）

前
掲
「
自
由
民
権
意
識
に
成
る
詩
歌
」
か
ら
引
用
。

10
）

越
智
治
雄
「
明
治
政
治
小
説
集
解
説
」（『
日
本
近
代
文
学
大
系

第
２

巻
』
角
川
書
店
、
一
九
七
四
）。

11
）
「
民
権
か
ぞ
へ
歌
」（『
明
治
文
化
全
集

第
二
巻
』日
本
評
論
社
、
一
九
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二
七
）。

12
）

前
掲
『
植
木
枝
盛
研
究
』
一
七
〇
〜
一
七
三
頁
参
照
。

13
）

注

９
）に
同
じ
。

14
）

城
泉
太
郎
は
、「
よ
し
や
武
士
」
や
、「
あ
れ
見
や
し
や
ん
せ
ア
メ
リ
カ

の
七
年
ななとせ
血
汐
を
流
せ
し
も
、
こ
れ
も
た
れ
ゆ
へ
自
由
ゆ
へ
」
と
い
っ
た

端
唄
「
海

寺
」
の
替
歌
な
ど
の
「
民
権
歌
」
を
「
一
般
土
佐
社
会
に

普
及
さ
す
」
べ
く
立
志
社
の
面
々
が
、
ま
ず
は
高
知
の
南
北
両
端
に
あ

る
遊
郭
の
芸
者
た
ち
に
広
め
る
と
い
う
戦
術
を
と
っ
た
と
証
言
し
て
い

る
（
前
掲
「
談
話
」）。

15
）

雑
報
（『
大
坂
日
報
』
明
治
一
一
・
一
・
二
五
）。

16
）

前
掲
『
植
木
枝
盛
研
究
』
一
三
三
〜
一
三
五
頁
。

17
）

そ
こ
で
は
「
斯
ノ
如
キ
大
盗
人
等
ガ
集
リ
タ
ル
政
府
ナ
レ
バ
、
皆
サ
ン

御
油
断
ナ
リ
マ
セ
ン
ゾ
」「
年
貢
モ
税
モ
政
府
ヘ
収
ム
ル
ニ
及
ビ
マ
セ

ン
、
能
々
御
勘
考
被
成
マ
セ
」（『
保
古
飛
呂
比

佐
佐
木
高
行
日
記

八
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
六
、
一
六
四
〜
一
六
六
頁
）
と
い
っ

た
口
調
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
も
っ
と
も
演
説
に
お
け
る
こ
う
し
た
平

俗
な
言
葉
の
使
用
は
必
ず
し
も
土
佐
の
民
権
家
の
独
創
で
は
な
い
。
明

治
六
年
に
明
六
社
が
創
立
さ
れ
、
福
沢
諭
吉
、
西
周
ら
知
識
人
た
ち
が

集
会
を
開
い
て
談
論
・
討
論
し
た
こ
と
が
演
説
の
流
行
の
契
機
と
な
っ

た
と
さ
れ
る
が
、
彼
ら
は
ま
た
江
戸
時
代
の
講
義
物
の
様
式
に
基
づ
き

つ
つ
、
新
た
な
講
演
の
言
葉
も
生
み
だ
し
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、「
ぞ

じ
ゃ

だ

ご
ざ
る
」
と
い
っ
た
講
義
物
特
有
の
、
師
匠
が
弟
子
に
教

え
る
場
面
で
使
用
さ
れ
る
ゆ
え
の
「
尊
大
な
印
象
を
与
え
る
」
表
現
を

残
し
な
が
ら
も
、
演
者
と
聴
衆
の
関
係
と
い
う
場
面
の
変
化
に
よ
り
、

「
存
ジ
マ
ス
ル
筋
ヲ
述
マ
ス
」「
御
宥
恕
下
サ
レ
マ
セ
」
な
ど
と
丁
寧
語

を
は
じ
め
と
し
た
敬
語
が
多
用
さ
れ
、「
講
談
師
が
客
の
ご
機
嫌
を
伺
っ

て
い
る
印
象
を
受
け
る
」
言
い
回
し
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た

の
で
あ
る
（
森
岡
健
二
「
素
描
・
言
文
一
致
体
の
成
立
す
る
ま
で
」
同

編
『
近
代
語
の
成
立
｜
｜
文
体
編
｜
｜
』
明
治
書
院
、
一
九
九
一
）。

植
木
（
そ
し
て
、
彼
に
影
響
を
受
け
た
立
志
社
の
人
々
）
も
こ
れ
ら
の

流
れ
を
受
け
継
い
で
い
た
と
い
え
る
が
、高
知
で
は
、こ
の
よ
う
に
メ
ッ

セ
ー
ジ
の
受
け
手
に
対
す
る
コ
ン
タ
ク
ト
の
あ
り
方
を
変
え
る
こ
と

で
、
従
来
の
階
級
意
識
を
乗
り
越
え
る
関
係
性
の
組
み
換
え
も
企
図
さ

れ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
示
す
の
が
、
植
木
の
『
民

権
自
由
論
』
の
端
書
で
あ
る
が
、
読
者
に
向
け
て
「
あ
な
た
方がた
の
自じ
由ゆう

権けん
利り
」
は
「
大おほ
き
な
る
宝たから」
だ
と
い
う
こ
と
を
訴
え
る
た
め
に
、
そ
こ

で
も「
一
寸
ち
よ
と
御ご
免めん
を
蒙かふむり
ま
し
て
日につ
本ぽん
の
御おん
百ひやく
姓しよう
様さま
日につ
本ぽん
の
御おん
商しよう
売ばい

人にん
様さま
（
略
）
新しん
平へい
民みん
様さま
共ども
御ご
一いつ
統とう
に
申まうし
上あげ
ま
す
る
」
と
い
っ
た
平
易
で

へ
り
く
だ
っ
た
口
調
が
あ
え
て
用
い
ら
れ
、
さ
ら
に
末
尾
で
は
著
者
自

ら
が
「
三
千
五
百
万
の
末まつ
弟てい
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
だ
。

18
）
「
垣
の
内
と
か
云
ふ
演
舌
者
は
至
た
ツ
て
滑
稽
演
舌
家
の
聞きこ
へ
あ
り
」

（『
大
坂
日
報
』
雑
報
、
明
治
一
一
・
一
二
・
一
〇
）
と
い
う
よ
う
に
、

滑
稽
さ
を
売
り
物
に
す
る
演
説
家
も
現
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
通
常
の

演
説
に
お
い
て
も
か
か
る
要
素
が
ふ
ん
だ
ん
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
こ

と
は
、
以
下
の
、「
話
シ
家
ニ
近
」い
と
の
注
釈
を
付
さ
れ
て
採
録
さ
れ

た
板
垣
退
助
の
演
説
（
明
治
一
三
年
三
月
）
か
ら
も
う
か
が
え
よ
う
。

「
日
本
モ
維
新
前
ヲ
考
フ
ル
ト
、
神
様
ノ
多
キ
事
甚
シ
（
略
）
山
ノ
神
、

川
ノ
神
、
雪
隠
ノ
神
、
其
数
ヲ
知
ラ
ズ
、
雪
隠
ノ
神
ハ
盲
目
ト
聞
ク
、
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我
未
ダ
逢
ハ
ズ
、
我
考
フ
ル
ニ
、
盲
目
ヨ
リ
ハ
鼻
ノ
詰
ツ
テ
居
ル
方
ガ

宜
シ
」（『
保
古
飛
呂
比

佐
佐
木
高
行
日
記

九
』東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
七
七
、
六
八
〜
七
一
頁
）。

19
）

合
立
社
は
、
立
志
社
の
刺
激
で
結
成
さ
れ
た
民
権
政
社
。
そ
の
中
心
と

な
っ
た
林
包
明
は
、
再
興
愛
国
社
・
国
会
期
成
同
盟
に
参
加
し
、
や
が

て
明
治
一
四
年
に
自
由
党
が
結
党
さ
れ
る
と
幹
事
を
務
め
る
こ
と
と
な

る
。

20
）
「
前
原
」
と
は
萩
の
乱
を
起
こ
し
た
前
原
一
誠
、「
嶋
田
」
と
は
大
久
保

利
通
を
暗
殺
し
た
島
田
一
郎
の
こ
と
で
あ
り
、笑
劇
の
体
裁
の
も
と
に
、

明
治
維
新
以
降
の
政
治
に
対
す
る
批
判
的
総
括
が
な
さ
れ
た
の
が
推
測

で
き
よ
う
。

21
）

家
永
三
郎
「
三
誌
の
創
刊
か
ら
廃
刊
ま
で
」（『
海
南
新
誌
・
土
陽
雑
誌
・

土
陽
新
聞

全
』
弘
隆
社
、
一
九
八
三
）。

22
）

興
味
深
い
の
は
、
ほ
ぼ
同
時
期
の
『
大
坂
日
報
』
に
、
こ
う
し
た
大
胆

さ
と
、「
新
聞
雑
誌
」の
言
葉
に
関
す
る
当
時
の
読
み
手
の
側
の
固
定
観

念
と
の
衝
突
を
示
す
投
書
（
大
和
国
助
〔
東
京
〕「
読
海
南
新
誌
土
陽
雑

誌
」
明
治
一
〇
・
九
・
六
）
も
掲
載
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
、
立
志
社
機
関
誌
に
つ
い
て
「
議
論
或
ハ
正
々
堂
々
ノ
名
文
人
ヲ
シ

テ
敬
ヲ
起
シ
流
石
ニ
民
権
ノ
巨
擘
タ
ル
（
略
）
ニ
耻
ヂ
ザ
ル
モ
ノ
」
と

評
価
さ
れ
る
反
面
、
そ
の
中
に
「
都
々
逸
様
ノ
モ
ノ
ヲ
挿
ミ
浄
瑠
璃
然

タ
ル
モ
ノ
ヲ
加
」え
て
い
る
点
な
ど
が
、「
高
知
ナ
ル
高
尚
ノ
民
権
論
者
」

に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
「
軽
薄
」
さ
の
現
れ
で
あ
る
と
し
て
「
失
望
」
が

表
明
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

23
）

城
泉
太
郎
は
、
民
権
歌
謡
が
民
権
家
た
ち
の
演
説
に
緊
張
感
を
補
う
た

め
の
も
の
だ
っ
た
と
し
な
が
ら
、「
民
心
を
動
揺
せ
し
め
煽
動
す
る
」、

そ
の「
効
果
は
莫
大
で
、
寧
ろ
余
り
煽
動
が
過
ぎ
は
せ
ぬ
か
と
思
ふ
程
」

で
あ
っ
た
と
振
り
返
っ
て
い
る
（
前
掲
「
談
話
」）。
ま
た
、
植
木
枝
盛

ら
「
土
佐
の
立
志
社
と
の
深
い
つ
な
が
り
の
下
に
誕
生
」（『
香
川
県
史

第
五
巻

通
史
編

近
代

』
香
川
県
、
一
九
八
七
、
二
一
〇
〜
二
一

二
頁
）し
た
高
松
立
志
社
の
演
説
会
で
は
、「
詭
激
」な
演
説
の
後
で「
民

権
数
へ
歌
」
な
ど
を
「
聴
衆
が
合
唱
」
し
、
そ
の
様
子
が
「
丁
度
教
会

に
於
け
る
讃
美
歌
の
や
う
」
で
あ
っ
た
と
い
う
（
長
尾
藻
城
「
立
志
社

の
思
出
話
」『
新
旧
時
代
』
大
正
一
五
・
八
）。

24
）

旧
幕
時
代
の
「
浜
躍
り
」
を
新
た
な
装
い
の
も
と
に
復
活
さ
せ
た
も
の

で
（
森
山
弘
毅
「
山
間
に
自
由
の
歌
が
｜
｜
民
権
歌
謡
の
形
成
｜
｜
」

『
北
方
文
芸
』
一
九
八
六
・
六
〜
一
〇
）、
明
治
一
四
年
の
夏
か
ら
流
行

し
、
納
涼
の
趣
向
と
し
て
鏡
川
原
な
ど
で
踊
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
中
に
抜
群
す
ぐ
れ
し
パ
ト
リ
ク
ヘ
ン
リ
ー
。
眼まなこ血ち
ば
し
り
つ
ゝ
た
ち
あ
が
り
。

我
に
自
由
を
与あたへよ
神
よ
。
自
由
な
け
れ
ば
死
を
与
へ
よ
。
仮
令
た
と
ひ
国
王

政
府
と
い
へ
ど
。
非
理
の
所
業
は
堪
忍
な
ら
ぬ
」
と
い
っ
た
歌
詞
を
坂

崎
が
つ
く
り
（
前
掲
「
自
由
民
権
意
識
に
成
る
詩
歌
」）、
植
木
が
踊
り

を
陽
暉
楼
の
芸
妓
に
仕
込
ん
で
宣
伝
し
た
と
い
う
（
前
掲
『
植
木
枝
盛

研
究
』
一
四
〇
〜
一
四
一
頁
）。

25
）

そ
れ
以
外
に
も
、
愛
梅
野
史
（
和
田
稲
積
）
の
「
春
窓
娘
読
本
」（『
高

知
新
聞
』
明
治
一
五
・
二
・
一
五
、
二
三
、『
土
陽
新
聞
』
同
前
・
二
五
、

二
七
）、
政
治
小
説
で
は
な
い
が
宮
崎
夢
柳
の「
野
路
の
梅
が
香か
」（『
高

知
新
聞
』
明
治
一
四
・
四
・
三
〜
五
・
一
）
な
ど
、
立
志
社
系
の
新
聞

は
、

下
等
社
会

向
け
の
小
新
聞
と
知
識
層
向
け
の
大
新
聞
と
い
う
区
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分
が
明
確
に
な
さ
れ
て
い
た
時
代
に
、
大
新
聞
で
あ
り
な
が
ら
、
当
時
、

小
新
聞
の
特
色
と
さ
れ
た
小
説
を
積
極
的
に
掲
載
し
て
い
た
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
後
、
中
央
の
自
由
党
機
関
紙
『
自
由
新
聞
』
が
桜
田
百
衛
や

宮
崎
夢
柳
の
小
説
を
載
せ
る
の
は
、
こ
う
し
た
試
み
を
踏
襲
し
て
の
こ

と
だ
と
い
え
よ
う
。

26
）

こ
の
演
劇
は
、
市
川
鶴
五
郎（
板
垣
を
モ
デ
ル
に
し
た
稲
垣
役
）、
松
本

錦
蔵
（
稲
垣
襲
撃
犯
、
相
原
役
）
な
ど
の
出
演
で
明
治
一
五
年
六
月
三

〇
日
か
ら
堀
詰
座
に
て
興
行
を
開
始
し
た
が
、「
非
常
の
喝
采
を
博
し
、

毎
日
満
員
続
き
の
盛
況
に
て
、
七
月
中
を
打
通
し
、
其
の
後
此
の
一
座

は
招
か
れ
て
県
外
各
地
を
巡
業
」
し
た
と
い
う
（
島
崎

十
馬
編
『
旧

各
社
事
蹟
』
自
由
民
権
百
年
高
知
県
記
念
事
業
実
行
委
員
会
、
一
九
八

一
、
二
〇
頁
）。

27
）

そ
の
ほ
か
に
参
加
し
た
の
は
、
西
森
拙
三
（
鈍
子
）
な
ど
。

28
）

さ
ら
に
「
幕
開
き
」
の
前
に
は
、「
当とう
狂
言
に
就つい
て
演
説
擬まが
ひ
の
口
上
」

が
述
べ
ら
れ
た
と
い
う
（『
高
知
新
聞
』
雑
報
、
明
治
一
五
・
七
・
二
）。

29
）

そ
の
後
、「
婦
女
お
ん
な
児
童
こ
ど
も
に
も
解
り
易
き
書
」（『
土
陽
新
聞
』雑
報
、
明
治

一
五
・
八
・
三
）
と
い
う
触
れ
込
み
で
、
馬
鹿
林
鈍
翁
閲
、
同
鈍
子
・

鈍
々
編
『
九
寸
五
分
金
華
電
光

二
十
三
年
浪
華
真

東
洋
自
由
曙
』（
高
知
出
版
会
社
、
同
年
・
八
）

と
し
て
刊
行
さ
れ
る
。

30
）

こ
の
企
画
（
実
現
し
た
か
ど
う
か
は
未
詳
）
と
並
行
し
て
、
明
治
一
五

年
七
月
二
九
日
に
芸
人
大
懇
親
会
も
開
催
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
懇
親
会

は
、「
俳
優
やくしや
浄
瑠
璃
語
り
講
釈
師
芸
妓
」
を
集
め
た
も
の
で
（『
土
陽
新

聞
』
雑
報
、
明
治
一
五
・
七
・
二
三
）、
会
主
は
馬
鹿
林
鈍
翁
、
発
起
人

に
は
西
林
亭
東
山
（
福
井
茂
兵
衛
）、『
東
洋
自
由
の
曙
』
に
出
演
し
た

市
川
鶴
五
郎
、
松
本
錦
蔵
ら
が
名
を
連
ね
て
い
た（『
同
』広
告
、
同
年
・

七
・
二
八
）。
な
お
翌
年
一
月
三
〇
日
に
は
第
二
回
目
の
懇
親
会
が
開
か

れ
る
が
、
坂
崎
は
参
加
し
て
い
な
い
。
そ
の
開
催
を
伝
え
る
告
知（『
同
』

広
告
、
明
治
一
六
・
一
・
三
〇
）
に
は
会
主
の
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い

が
、『
土
陽
新
聞
』
に
は
鈍
子
（
西
森
拙
三
）
の
祝
辞
（「
芸
人
懇
親
会

に
臨
む
祝しゆく詞し
の
真ま
似ね
言こと
」
同
年
・
二
・
一
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
か
ら
、
彼
が
そ
の
役
割
を
務
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

31
）

の
ち
に
触
れ
る
よ
う
に
、
立
志
社
の
出
版
局
。

32
）

注

15
）に
同
じ
。

33
）
「
よ
し
や
武
士
」
の
刊
本
に
つ
い
て
は
、
前
掲
「
自
由
民
権
意
識
に
成
る

詩
歌
」
が
詳
し
い
。

34
）

こ
の
企
て
は
、
板
垣
退
助
の
意
向
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。
板
垣
は
建
白

書
の
奉
呈
と
同
時
に
、
そ
の
「
写
ヲ
活
版
数
千
部
ニ
摺
」
る
こ
と
を
命

じ
、
そ
れ
を
「
全
国
ニ
広
ゲ
、
人
民
ヲ
シ
テ
建
白
ノ
意
志
ニ
基
キ
、
政

府
ヲ
シ
テ
望
ヲ
失
ハ
シ
メ
バ
、
譬
ヘ
バ
、
西
郷
斃
サ
ル
ヽ
共
、
今
後
ハ

人
民
一
般
ニ
起
ル
ベ
シ
」（『
保
古
飛
呂
比

佐
佐
木
高
行
日
記

七
』

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
五
、
三
六
六
頁
）
と
述
べ
た
と
い
う
。
こ

う
し
た
こ
と
は
、
明
治
七
年
一
月
に
江
藤
新
平
、
副
島
種
臣
ら
と
左
院

に
提
出
し
た
「
民
撰
議
院
設
立
建
白
書
」
が
『
日
新
真
事
誌
』
に
掲
載

さ
れ
、
結
果
と
し
て
、
国
民
的
運
動
が
喚
起
さ
れ
た
経
験
に
学
ん
だ
も

の
だ
と
い
え
る
。

35
）

川
田
瑞
穂
『
片
岡
健
吉
先
生
伝
』（
昭
和
一
五
・
一
、
立
命
館
出
版
部
）

三
四
八
頁
。

36
）

外
崎
光
弘
『
土
佐
の
自
由
民
権
』（
高
知
市
民
図
書
館
、
一
九
八
四
）
九
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七
〜
一
〇
〇
頁
参
照
。

37
）

鈴
木
安
蔵
編
『
自
由
民
権
運
動
史
』（
高
山
書
院
、
一
九
四
二
）
四
頁
。

38
）

吉
田
曠
二
「
解
題
二
」（
前
掲
『
海
南
新
誌
・
土
陽
雑
誌
・
土
陽
新
聞

全
』）。

39
）

と
り
わ
け
熱
心
だ
っ
た
の
は
、「
高
知
在
住
者
か
ら
の
通
信
を
ひ
ん
ぱ
ん

に
掲
載
し
た
」（
前
掲
『
土
佐
の
自
由
民
権
』
八
五
頁
）『
大
坂
日
報
』、

そ
し
て
、
立
志
社
員
を「
自
由
ノ
泰
斗
」（「
高
知
県
下
立
志
社
ノ
盛
挙
」

明
治
一
一
・
一
・
二
八
）
と
し
、
そ
の
動
静
に
関
す
る
報
道
と
論
評
に

多
く
の
誌
面
を
割
い
た
東
京
の
『
近
事
評
論
』
で
あ
っ
た
（
後
者
の
社

長
林
正
明
は

鳴
社
、
交
詢
社
の
成
員
だ
っ
た
が
、
の
ち
に
自
由
党
の

結
成
に
参
加
し
、
幹
事
と
な
る
）。

40
）
『
土
陽
雑
誌
』
に
は
、
刊
本
版
か
ら
序
文
と
「
よ
し
や
武
士
」
三
首
が
転

載
さ
れ
て
い
た
（「
土
佐
国
民
俗
一
班
第
六
」
明
治
一
〇
・
一
〇
・
二
五
）。

ま
た
『
土
陽
新
聞
』
に
も
、
招
魂
祭
に
沸
き
返
る
街
中
に
響
き
渡
っ
て

い
た
「
俚
謡
」
と
し
て
「
よ
し
や
武
士
」
八
首
、「
民
権
数
へ
歌
」
二
首

が
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
北
海
人

大
沢
毅
造
「
招
魂
祭
ノ
記
」
明
治
一

一
・
四
・
一
〇
）。

41
）

西
田
長
寿
『
明
治
時
代
の
新
聞
と
雑
誌
』（
至
文
堂
、
一
九
六
一
）
九
二

〜
九
三
頁
。

42
）
『
法
令
全
書

明
治
九
年
』（
内
閣
官
報
局
、
明
治
二
三
・
三
）。

43
）

前
掲
『
植
木
枝
盛
研
究
』
一
三
三
頁
。

44
）
「
凡
テ
語
辞
ノ
要
用
及
其
勢
力
ハ
如
何
ハ
カ
リ
ナ
ル
耶
方
今
演
説
会
ハ

盛
ニ
之
ヲ
興
サ
ヽ
ル
可
カ
ラ
サ
ル
耶
」（『
海
南
新
誌
』
明
治
一
〇
・
一

一
・
二
四
）。

45
）

土
屋
可
哉
書
簡
、
明
治
一
一
年
七
月
四
日
（
前
掲
『
保
古
飛
呂
比

八
』

一
一
二
頁
）。

46
）

招
魂
祭
で
「
よ
し
や
武
士
」「
民
権
数
へ
歌
」
な
ど
が
口
ず
さ
ま
れ
て
い

た
こ
と
は
注

40
）で
触
れ
た
が
、
政
府
側
の
記
録
に
は
、
立
志
社
の「
教

唆
」
に
よ
り
「
道
途
に
於
て
圧
政
政
府
を
転
覆
す
べ
し
と
放
歌
す
る
輩

有
之
」
と
あ
り
（
前
掲
『
保
古
飛
呂
比

八
』
四
〇
頁
）、
そ
こ
に
過
激

な
も
の
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
さ
ら
に
高
松
で
は
、

「
四
等
巡
査
が
人
間
な
ら
ば
／
蝶
や
蜻
蜓
も
み
な
鳥
ぢ
や
」と
い
っ
た
俗

謡
が
流
行
し
、
こ
れ
を
歌
っ
て
巡
査
と
衝
突
し
て
警
察
に
拘
引
さ
れ
た

も
の
も
少
な
く
な
か
っ
た
と
い
う
（
前
掲
「
立
志
社
の
思
出
話
」）。
だ

が
、
こ
う
し
た
も
の
も
活
字
化
さ
れ
る
際
に
は
、「
○
○
ハ
。
ヒ
ゲ
ア
ル

癖クセ
ニ
。
二
重
フ
タ
ヘ
ゴ
シ
。
海エ
老ビ
ノ
権ケン
利リ
ノ
。
ア
ト
ズ
サ
リ
。
ホ
ン
ニ
卑ヒ
屈クツ
ナ
。

ザ
マ
カ
ヒ
ナ
」（「
俚
謡
」『
土
陽
雑
誌
』
明
治
一
〇
・
一
一
・
五
）
と
い

う
よ
う
に
、
伏
字
を
用
い
る
な
ど
の
配
慮
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

47
）

柳
田
泉
は
、
明
治
一
二
年
ご
ろ
九
州
地
方
で
流
行
し
た
と
い
う
「
自
主

自
由
数
へ
歌
」
が
、
ち
ょ
う
ど
同
じ
時
期
（
一
二
年
一
月
か
ら
三
月
ま

で
）、頭
山
満
の
招
き
で
福
岡
の
民
権
結
社
向
陽
社
に
逗
留
し
て
い
た
植

木
枝
盛
の
作
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
い
る
（
前
掲
「
自
由
民
権
意
識

に
成
る
詩
歌
」）。
ま
た
、
や
や
時
代
は
下
る
が
、
明
治
一
五
年
八
月
に

福
島
自
由
党
に
招
聘
さ
れ
て
機
関
紙
『
福
島
自
由
新
聞
』
の
編
集
顧
問

と
な
っ
た
植
木
が
、
自
ら
「
民
権
田
舎
歌
」
の
「
普
及
宣
伝
に
勗
」
め
、

「
民
権
派
の
同
志
或
は
青
年
間
に
も
盛
ん
に
之
を
唄
ふ
（
曲
譜
自
由
）
こ

と
が
流
行
し
た
」（
諸
根
樟
一
他
『
福
島
県
政
治
史

上
巻
』
福
島
県
政

治
史
刊
行
会
、
昭
和
四
・
四
、
三
二
八
〜
三
三
〇
頁
）
と
の
証
言
も
あ
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る
。
自
由
な
詞
形
の
「
民
権
田
舎
歌
」
は
、
後
年
の
『
新
体

詩
歌

自
由
詞
林
』

（
市
原
真
影
、
明
治
二
〇
・
一
〇
）
の
よ
う
な
「
目
で
読
む
新
体
詩
へ
の

傾
向
」
を
示
す
も
の
と
さ
れ
て
き
た
（
前
掲
『
植
木
枝
盛
研
究
』
一
四

〇
頁
）
が
、
先
の
証
言
が
事
実
な
ら
ば
、
植
木
は
こ
の
歌
に
よ
っ
て
従

来
の
韻
律
に
と
ら
わ
れ
な
い
声＝

唱
和
の
表
現
を
つ
く
り
あ
げ
よ
う
と

し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

48
）

前
掲
『
植
木
枝
盛
研
究
』
一
九
二
〜
一
九
四
頁
。
基
本
的
に
論
説
は
ル

ビ
な
し
の
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
文
で
あ
っ
た
『
土
陽
雑
誌
』
に
対
し
て
、

『
世
益
雑
誌
』
で
は
「
全
巻
に
振
り
仮
名
」
が
つ
け
ら
れ
（
外
崎
光
弘
「
土

佐
民
権
派
の
新
聞
雑
誌
と
植
木
枝
盛
」『
植
木
枝
盛
集

第
四
巻
』岩
波

書
店
、
一
九
九
〇
）、
よ
り
啓
蒙
性
が
強
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
こ
の

雑
誌
に
は
「
民
権
数
へ
歌
」
も
掲
載
さ
れ
て
い
た
（
明
治
一
三
・
九
、

一
〇
）。

49
）

そ
も
そ
も
活
動
の
当
初
か
ら
植
木
ら
遊
説
員
に
、「
全
国
の
同
志
」に
呼

び
か
け
る
べ
く
、
印
刷
し
た
「
愛
国
社
再
興
趣
意
書
」
を
携
行
さ
せ
る

と
い
う
策
が
と
ら
れ
て
い
た
（
前
掲
『
植
木
枝
盛
研
究
』
一
四
二
頁
）。

そ
の
後
も
、
さ
ら
な
る
勢
力
の
拡
大
を
企
図
し
て
、
植
木
起
草
の
「
国

会
開
設
ノ
願
望
致
ス
ニ
付
四
方
ノ
衆
人
ニ
告
ク
ル
ノ
書
」
を
数
千
部
印

刷
し
て
配
布
し
た
り
、
国
会
期
成
同
盟
に
改
称
し
て
か
ら
は
、
天
皇
に

奉
呈
し
た
「
国
会
ヲ
開
設
ス
ル
ノ
允
可
ヲ
上
願
ス
ル
書
」
が
却
下
さ
れ

た
際
、
政
府
の
横
暴
を
訴
え
る
た
め
に
、
そ
の
経
過
を
詳
述
し
た
始
末

書
を
印
刷
し
て
関
係
者
に
配
っ
た
り
す
る
な
ど
の
こ
と
が
行
わ
れ
た

（
前
掲
『
土
佐
の
自
由
民
権
』
一
二
七
〜
一
四
〇
頁
）。

50
）
『
法
令
全
書

明
治
一
一
年
』（
内
閣
官
報
局
、
明
治
二
三
・
九
）。

51
）

中
原
英
典
「『
集
会
条
例
』
立
法
沿
革
序
説
」（『
明
治
警
察
史
論
集
』
良

書
普
及
会
、
一
九
八
〇
）。

52
）

注

51
）に
同
じ
。

53
）

山
県
有
朋
書
簡
（
伊
藤
博
文
宛
）、
明
治
一
一
・
六
・
二
九
『
伊
藤
博
文

関
係
文
書

八
』（
塙
書
房
、
一
九
八
〇
）。

54
）
『
法
令
全
書

明
治
十
三
年
』（
内
閣
官
報
局
、
明
治
二
三
・
一
〇
）。

55
）

江
村
栄
一
「
自
由
民
権
革
命
と
激
化
事
件
」（『
歴
史
学
研
究
』
一
九
八

四
・
一
一
）
に
よ
る
と
、
そ
れ
を
受
け
て
国
会
期
成
同
盟
第
一
回
大
会

は
、
あ
わ
た
だ
し
く
討
議
を
終
え
、
閉
会
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
う
。

56
）

大
日
方
純
夫「
自
由
民
権
運
動
抑
圧
体
制
の
編
成
｜
｜
首
都
警
察
機
構

の
動
向
｜
｜
」（『
歴
史
評
論
』
一
九
八
四
・
一
）。

57
）

宮
内
裕
「
治
安
警
察
法
序
説
」（『
法
学
論
叢
』
一
九
六
六
・
八
〜
一
九

六
七
・
二
）。

58
）

色
川
大
吉『
日
本
の
歴
史
21

近
代
国
家
の
出
発
』（
中
央
公
論
社
、
一

九
六
六
）
一
三
九
〜
一
四
〇
頁
。

59
）

当
時
の
政
社
に
は
、
真
に
そ
の
実
を
備
え
た
も
の
と
、
そ
の
あ
り
方
が

流
動
的
な
も
の
と
が
混
在
し
て
い
た
が
、
取
り
締
ま
る
側
は
そ
れ
ら
を

識
別
す
る
規
準
と
情
報
を
ま
だ
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
と
さ
れ
る

（
前
掲
「『
集
会
条
例
』
立
法
沿
革
序
説
」）。

60
）

条
例
が
施
行
さ
れ
る
と
、
論
題
を
掲
載
す
る
の
は
ど
う
か
、
開
会
の
場

所
・
日
時
の
み
の
通
知
は
ど
う
か
な
ど
の
質
疑
が
諸
府
県
か
ら
寄
せ
ら

れ
、
太
政
官
法
制
部
が
対
応
に
追
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
（
前

掲
「『
集
会
条
例
』
立
法
沿
革
序
説
」）。

61
）

内
務
省
総
務
局
の
統
計
に
よ
る
と
、
全
国
の
演
題
認
可
数
は
明
治
一
四
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年
が
一
二
、〇
一
二
で
、
一
五
年
が
一
三
、二
一
二
と
な
っ
て
い
る
。
ま

た
全
会
解
散
の
件
数
は
一
四
年
が
一
三
一
件
な
の
に
対
し
、
一
五
年
が

二
八
二
件
と
倍
増
し
て
い
て
言
論
が
激
し
さ
を
増
し
て
い
く
さ
ま
が
う

か
が
え
る
（
前
掲
『
日
本
の
歴
史
21

近
代
国
家
の
出
発
』
二
五
八
〜
二

五
九
頁
参
照
）。

62
）

安
丸
良
夫「
民
衆
運
動
に
お
け
る『
近
代
』」（『
文
明
化
の
経
験
｜
｜
近

代
転
換
期
の
日
本
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
）。

63
）
『
伊
藤
痴
遊
全
集

第
十
五
巻

国
会
開
設
政
党
秘
話
』（
平
凡
社
、
昭

和
五
・
二
）
三
八
九
頁
。

64
）

機
を
と
ら
え
て
弱
い
立
場
を
強
い
立
場
に
反
転
さ
せ
た
り
、
秩
序
を
も

て
あ
そ
ん
だ
り
す
る
、「
戦
術
」
の
モ
デ
ル
と
し
て
の
「
こ
と
ば
を
あ
や

つ
る
業
」＝

「
技
芸
」
に
つ
い
て
は
ミ
シ
ェ
ル
・
ド
・
セ
ル
ト
ー
『
日
常

的
実
践
の
ポ
イ
エ
テ
ィ
ー
ク
』（
山
田
登
世
子
訳
、国
文
社
、一
九
八
七
）、

特
に
二
四
〜
二
八
頁
を
参
照
。

65
）

坂
崎
斌
「
言
論
自
由
剥
奪
ノ
広
告
」（『
土
陽
新
聞
』
明
治
一
四
・
一
二
・

一
六
）。

66
）

前
掲
「
下
等
社
会
ヲ
シ
テ
時
勢
ニ
感
動
セ
シ
ム
ル
ヲ
要
ス
」。

67
）

雑
報
（『
高
知
新
聞
』
明
治
一
五
・
二
・
九
）。

68
）

手
塚
豊
「
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件
」（『
自
由
民
権

裁
判
の
研
究
（
下
）』
慶
應
通
信
、
一
九
八
三
）。

69
）

注

67
）に
同
じ
。

70
）

注

68
）に
同
じ
。

71
）

注

68
）に
同
じ
。

72
）
『
高
知
新
聞
』（
明
治
一
五
・
二
・
五
、
七
）
の
広
告
欄
を
参
照
。

73
）
『
朝
野
新
聞
』（
明
治
一
五
・
一
・
二
八
、
二
・
一
二
）
や
『
郵
便
報
知

新
聞
』（
同
年
・
一
・
二
三
）
の
雑
報
な
ど
を
参
照
。『
郵
便
報
知
新
聞
』

は
、
さ
ら
に
判
決
文
も
全
文
掲
載
し
て
い
る
（
府
下
雑
報
、
同
年
・
二
・

一
七
）。

74
）

た
と
え
ば
、
岡
野
知
荘
（
奇
妙
法
王
）、
竜
野
周
一
郎
（
先
憂
亭
後
楽
）、

奥
宮
健
之
（
先
醒
堂
覚
明
）、
川
上
音
二
郎
（
自
由
童
子
）
な
ど
。

75
）

注

66
）に
同
じ
。

76
）

前
掲
『
保
古
飛
呂
比

八
』
四
二
頁
。

77
）

同
様
の
こ
と
は
、
本
家
本
元
の
高
知
で
も
な
さ
れ
て
い
た
。
明
治
一
二

年
末
の
当
地
で
は
、「
国
会
願
望
ニ
熱
心
ス
ル
」
も
の
が
「
只
同
意
ノ
多

キ
ヲ
望
ミ
、
或
ハ
是
ニ
同
意
ス
ル
者
ハ
徴
兵
ヲ
免
ガ
ル
ト
説
キ
、
又
ハ

米
ガ
安
ク
ナ
ル
ト
言
フ
、
其
他
種
々
ノ
言
葉
ヲ
設
ケ
、
巧
ミ
ニ
愚
民
ヲ

説
キ
付
ケ
」
る
と
い
っ
た
動
向
が
見
ら
れ
た
と
い
う
（
前
掲
『
保
古
飛

呂
比

九
』
六
八
頁
）。

78
）

注

62
）に
同
じ
。

79
）
「
愍
ム
可
シ
自
ラ
以
テ
自
由
主
義
ノ
論
者
ト
ス
ル
者
モ
亦
専
制
主
義
ノ

空
気
中
ヲ
脱
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ス
」（
明
治
一
五
・
二
・
一
〇
、
一
一
）。

（
あ
さ
の

ま
さ
み
ち
・
北
海
道
大
学
大
学
院
博
士
課
程
修
了
）
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